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１ はじめに 

富士宮市では、富士宮市環境基本条例第９条に基づき、平成１８年３月に富士宮市環境基本

計画を策定しました。策定から１０年の計画期間が終了し、平成２８年から新たに地球温暖化

対策地方公共団体実行計画（区域施策編）を含む、「第２次富士宮市環境基本計画」を策定し、

中間年度を迎えた令和３年度には、数値目標の見直しや取組施策を追加する中間見直し版を策

定しました。 

本書は、「富士宮市環境白書」（以下「環境白書」という。）として、環境基本計画の適正

な進行管理を図るため、環境の状況や講じた施策などについて取りまとめており、同条例第 

１０条の規定に基づき令和４年度の年次報告書として作成しています。 

 

２ 環境白書の目的と役割 

環境白書は毎年、その前年度における本市の環境の現状、環境関連施策の実施状況、目標の

進捗状況などを市民や事業者の皆様に公表し、環境基本計画の推進に反映させていくことを目

的としています。 

環境基本計画の着実な推進と目標達成を図っていくためには、毎年その進捗状況を点検・評

価して、今後の取組に向けた課題を整理・共有していくことが必要です。 

環境白書の役割は、大きく次の三つとなります。 

（１）本市の環境の現状や動向に関して広く周知を図ります。 

（２）各課で行っている施策とその成果、各主体の取組の現状について、庁内関係各課、市民、 

事業者等での共有を図ります。 

（３）環境白書を通じた、市民、事業者、市の三者の環境コミュニケーションを実現し、協働 

による環境施策の推進、目標達成を目指します。 

環境白書は、市のホームページなどを通じて公表を行うとともに、市民や事業者からの意見

募集を行い、その意見を踏まえて次年度以降の計画の推進に反映させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序 章 富士宮市環境白書の概要 
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３ 富士宮市の環境行政 

（１）富士宮市環境基本条例 

本条例は、平成１６年４月に施行され、環境の保全及び創造についての市の基本理念を

定めるとともに、市、市民、事業者及び滞在者の責務を明らかにしています。また、環境

施策の基本となる事項を定めることで、その総合的かつ計画的な推進を図り、将来にわた

って市民の健康で文化的な生活を確保することを目的としています。 

 

（２）第２次富士宮市環境基本計画 

第２次富士宮市環境基本計画（以下「本計画」という。）は、平成２８年からの「第５

次富士宮市総合計画」の策定に伴い、将来都市像を環境面から実現するための計画です。 

本計画では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガス排出抑制

のための総合的・計画的な施策を盛り込んだ「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区

域施策編）」を含む形で策定しました。 

本計画を円滑かつ効率的に推進するためには、市民、事業者、市などがそれぞれの役割

を認識し、自ら積極的に環境に配慮した行動をとることや、協働により環境保全活動に取

り組んでいくことが重要となります。市民、事業者、市などの役割や庁内における横断的

組織など、計画の推進体制は下記のとおりです。 

 

 

 

 

                           

                               

  
           

        

                 

                                

       

 

 

                  意見・指示 

             進捗状況              実施結果 

               の報告                 の報告 
 

 

 

市民・事業者（地域、市民団体、NPO など） 

ふじのみや地球温暖化対策地域協議会 

（富士宮環境ネットワーク） 

環境審議会 

環境政策推進委員会 市担当課 

事務局（環境企画課） 

参加 情報発信 参加 

連携 

諮問 

報告 

答申 

意見 

協力 

支援 

意見 

提案 

情報提供 

支援 

意見 

提案 

【計画の推進体制】 

 



3 

 

①本計画が示す目指すべき環境像と基本目標、取組施策 

目指すべき環境像を実現するため、五つの基本目標を設定しています。計画の主体については、

市民（滞在者を含む）・事業者・市としています。 

 

【体系図】 
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を
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に
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な
ぐ 

地
球
に
や
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し
い
ま
ち 

～ 

「
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よ
し
」「
水
よ
し
」「
緑
よ
し
」 

こ
こ
に
住
み
た
い
富
士
宮 
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 ①  脱炭素社会      

★地球環境を守るため地球温暖化

対策やエネルギー対策を推進し

ます 

 

★地球温暖化防止対策を進める 

★ゼロカーボンシティを推進する 

★省エネルギーの取組を徹底する 

★エネルギーの有効利用と地産地

消を推進する 

★いきものや植物との共生を図る 

★身近な自然とふれあう 

★森林や農地を保全する 

★湧水を保全する 

 

★まちをきれいにする 

★公害の発生を未然に防ぐ 

★河川や水を保全する 

★ごみの排出量を抑制する 

★ごみの資源化を推進する 

★ごみの適正な処理をする 

★環境について学び話し合う 

★協働による環境活動を展開する 

★環境の情報を発信する 

目指すべき環境像 

⑤  環境教育       

★環境教育・環境学習、地域の環境

活動を支援し、地域の環境情報を

発信します 

④  循環型社会       

★ごみの排出抑制と資源化を推進

します 

③  生活環境       

★生活環境の保全を図り、安全で

快適な環境への取組を推進し

ます 

②  自然環境      

★富士山とともに豊かな自然を守

り環境保全を推進し、自然共生

社会の実現を目指します 

基本目標 取組施策 
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②地球にやさしいまちプロジェクト 

目指すべき環境像の実現のため、地球にやさしいまちプロジェクトとして五つのテーマを設定

し、市民や事業者とともに取り組むプロジェクトです。 

 

【体系図】 
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③地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編） 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、本市全体からの温室効果ガス排出量の削減

目標や対策・施策など示します。 

 

【対象範囲】 

 本計画の対象地域は富士宮市全域です。 

 市民生活や事業者の事業活動、市役所の事務事業など、あらゆる主体のあらゆる活動に関連する

温室効果ガス排出量削減のための取組を対象とします。 

 

【区域施策編の温室効果ガス排出量の削減目標】 

 

基準年度 

２０１３（平成２５）年度 

短期目標 

２０２５（令和７）年度 

中期目標 

２０３０（令和１２）年度 

0％ 

（1,472.6 千 t-CO2） 

３２％削減 

（1,001.4 千 t-CO2） 

４６％削減 

（795.2 千 t-CO2） 

 

削減に向けた取組の推進として下記の項目を柱とします。 

地球温暖化対策の推進に関する法律 取組項目 

1 号：太陽光、風力その他の再生可能エネルギ

ーであって、その区域の自然的社会的条件

に適したものの利用の促進に関する事項 

①再生可能エネルギーの利用促進 

 ・地域に適した再生可能エネルギーの

有効利用 

2 号：その利用に伴って排出される温室効果ガ

スの量がより少ない製品及び役務の利用

その他の区域の事業者又は住民が温室効

果ガスの排出の量の削減等に関して行う

活動の促進に関する事項 

②事業者・市民の活動促進 

 ・ゼロカーボンシティを推進する 

 ・省エネルギーの取組を徹底する 

 ・環境について学び話し合う 

 ・協働による環境活動を展開する 

3 号：都市機能の集約の促進、公共交通機関の

利用者の利便の増進、都市における緑地の

保全及び緑化の推進その他の温室効果ガ

スの排出の量の削減等に資する地域環境

の整備及び改善に関する事項 

③地域環境の整備及び改善 

 ・低炭素な交通システムの整備 

 ・緑地の保全及び緑化の推進 

 ・健全な森林の整備 

4 号：その区域内における廃棄物等（循環型社

会形成推進基本法（平成１２年法律第１０ 

号）第２条第２項に規定する廃棄物等をい

う。）の発生の抑制の促進その他の循環型

社会（同条第１項に規定する循環型社会を

いう。）の形成に関する事項 

④循環型社会の構築 

 ・ごみの排出量を抑制する 

 ・ごみの資源化を推進する 

 ・ごみの適正な処理をする 
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④地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業編） 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、市の事務事業からの温室効果ガス排出量の

削減目標や対策・施策など示します。 

 

【対象範囲】 

市長事務部局、市立病院、会計管理局、消防本部、教育委員会教育部、市議会事務局、選挙管理

委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局などが実施する全ての事務事業（指定管理者

制度による実施事業を含む） 

 

【事務事業編の温室効果ガス排出量の排出削減目標】 

 

 

 

 

分野別排出量の削減目標を、次のとおり設定します。          ( 単位：t－ＣＯ₂) 

排出起源 
基準年度実績 

２０１３（平成２５）年度 
２０３０（令和１２）年度目標 

電気の使用 １６，４４５  

電力使用量の削減及び新エネルギー

等の導入により、温室効果ガス排出

量を基準年度比で約１６%削減しま

す。 

１３，９００ 

燃

料

の

使

用 

都市ガス 

３，２４８  

燃料使用量の削減及び新エネルギー

等の導入により、温室効果ガス排出

量を基準年度比で約３%削減しま

す。 

３，１５０ 

ＬＰガス 

Ａ重油 

灯油 

ガソリン・軽油 

（公用車燃料除く） 

公用車燃料 ４２６  

公用車使用による燃料（ガソリン及

び軽油）使用量の削減により、二酸

化炭素排出量を基準年度比で約 

１６%削減します。 

  ３６０ 

プラスチック 

ごみの燃焼 
２４，５３４  

プラスチックごみの焼却量の削減に

より、二酸化炭素排出量を基準年度

比で約７０%削減します。 

７，８００ 

その他 

・自動車 

（エアコン、走行） 

・下水、し尿の処理 

１，９７３  

（平成２５年度値が不明の

ため、平成２６年度実績値

を使用） 

可能な限り削減に努めますが、数値

目標は定めません。 
１，９７３ 

削減目標：２０３０（令和１２）年度までに２０１３（平成２５）年度比で４１．７％削減する 
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【対象とする温室効果ガス】 

対象とする温室効果ガスは、以下の７種類を対象とします。 

名  称 概  要 

二酸化炭素（CO２） 

主に石油や石炭などの化石燃料の燃焼により排出されま

す。エネルギー消費を伴う日々の生活と密接に関係してい

ます。 

メタン（CH４)  
水田や家畜の腸内、廃棄物最終処分場における有機物の嫌

気性発酵等において発生します。 

一酸化二窒素(N２O)  
化石燃料や一般廃棄物の燃焼、農用地の土壌や家畜排泄物

等から発生します。 

ハイドロフルオロカーボン

（HFCs） 

冷凍機器、空調機器の冷媒や断熱材等の発泡剤等に使用し

ます。オゾン層を破壊しませんが、強い温室効果がありま

す。 

パーフルオロカーボン（PFCs） 
主に半導体の製造工程等において使用されます。強い温室

効果があります。 

六ふっ化硫黄（SF６） 
主に電気絶縁ガスや半導体製造工程等において使用され

ます。強い温室効果があります。 

三ふっ化窒素（NF３） 
半導体製造でのドライエッチングやこれらの製造装置の

クリーニングに使用されます。 

 

（３）環境マネジメントシステム（ＥＭＳ） 

市役所が行う事務・事業には、環境に良い影響を与える側面のもの（環境に関する施策

など）と環境に悪い影響を与える側面のものとがあります。良い側面のものはより良く、

悪い側面のものはどう改善していくか、具体的な目標を掲げ継続的に実行していくために、

環境マネジメントシステムを運用しています。 

環境方針に沿って、環境活動を一元的に管理・推進するために、富士宮市環境管理マ 

    ニュアルを策定し、継続的な環境への負荷低減を図っています。 
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１ 大気 

（１）大気汚染に係る環境基準 

大気汚染物質のうち、二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント等については、環境基本法

第１６条第１項に基づき、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、環境

基準が定められています。（表１－１） 

 

表１―１ 環境基準 

項 目 環境上の条件 

二酸化窒素（ＮＯ2） １時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾー

ン内又はそれ以下であること。 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） １時間値の１日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、１時間

値が 0.20mg/m3 以下であること。 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5） １年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、１日平均値が 35μ

g/m3 以下であること。 

二酸化硫黄（ＳＯ2） １時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値

が 0.1ppm 以下であること。 

光化学オキシダント（Ｏｘ） １時間値が 0.06ppm 以下であること。 

ベンゼン １年平均値が 0.003mg/m3 以下であること。 

トリクロロエチレン １年平均値が 0.13mg/m3 以下であること。 

テトラクロロエチレン １年平均値が 0.2mg/m3 以下であること。 

ジクロロメタン １年平均値が 0.15mg/m3 以下であること。 

評価方法：環境基準による大気汚染の状況の評価については，次のとおり取り扱うこととされています。 

 ア 短期的評価（二酸化窒素及び微小粒子状物質を除く。） 

測定を行った日についての１時間値の１日平均値若しくは８時間平均値又は各１時間値を環境基準と

比較して評価を行います。 

 イ 長期的評価 

（ア）二酸化窒素 

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、低い方から数えて９８パーセント目（例えば、

年間有効測定日数が３５０日の場合には、３４３（＝３５０×０．９８）番目）に当たる値（１日平

均値の年間９８パーセント値）を環境基準と比較して評価を行います。 

（イ）浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素 

１年間の測定を通じて得られた１日平均値のうち、高い方から数えて２パーセントの範囲にある測

定値（例えば、年間有効測定日数が３３５日の場合には、７（＝３３５×０．０２、四捨五入）個の

測定値)を除外した後の最高値(１日平均値の年間２パーセント除外値)を環境基準と比較して評価を

行います。ただし、環境基準を超える日が２日以上連続した場合には非達成と評価します。 

（ウ）微小粒子状物質 

   長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として１年平均値について評価を行い、短期

基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価としての測定結果の年間９８パーセンタイル値を日

平均値の代表値として評価を行います。 

(注)環境基準は、工業専用地域、車道、その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用し

ません。 

第１章 環境の現状 
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（２）大気汚染監視測定器設置状況 

大気汚染の常時監視は、自動測定器により３か所の測定局で実施しています。その設置状況は、

（図１－１）のとおりです。 

静岡県が市役所に設置している測定器のデータは、テレメーターシステムで静岡県環境衛生科

学研究所にリアルタイムで送られる常時監視体制となっています。このデータは、ホームページ

で公開されています。（http://taikikanshi.pref.shizuoka.jp） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 

 

（３）大気環境の現況 

大気を汚染する物質は、工場等における重油の燃焼などに伴って排出される硫黄酸化物、ばい

じん、窒素酸化物などと、自動車から排出される窒素酸化物、一酸化炭素など、さらに、これらか

ら二次的に生成される光化学オキシダントが主なものです。 

これらの物質には、国民の健康を保護し生活環境を保全するために、環境基準が定められてい

ます。令和４年度の大気汚染状況の概要は次のとおりです。 

ア 二酸化窒素（ＮＯ２） 

窒素酸化物は燃焼に伴って発生し、工場、自動車、家庭の暖房や自然界（火事、雷）など多数の

発生源があります。窒素酸化物は燃焼の過程では、ほとんどが一酸化窒素（ＮＯ）として生成され

ますが、大気放出後酸化されて二酸化窒素となります。これらは、それ自体あるいは硫黄酸化物

や浮遊粉じん等と共存して、人体に影響を及ぼすほか、光化学オキシダント等の二次汚染物質生

成の原因にもなります。 

大規模な工場がボイラーなどを増設する際、事前協議により増設前の二酸化窒素の負荷量と増

１ 富士宮市役所 

２ 山宮小学校 

３ 楠金公民館 

http://taikikanshi.pref.shizuoka.jp/
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設後の負荷量を比較するなどして、排出量の増加を抑えるよう協議しています。窒素酸化物は市

内２か所の自動測定器で測定しており、令和４年度の測定結果は、すべての測定局で環境基準に

適合していました。（表１－２） 

 

表１－２ 環境基準との比較（二酸化窒素） 

項目 

 

測定局 

測定時間数 測定日数 

日平均値が 

0.06ppm 以下の日数 

環境基準適合状況 

1 日平均値の 98 パー

セント値 

適(○)不適(×) 

時間 日 日 ppm - 

市役所 8,360 350 350 0.013 ○ 

山宮小学校 8,695 363 363 0.012 ○ 

※環境基準：１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 年平均値と全国環境基準達成率の推移（二酸化窒素） 

 

イ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

固体及び液体の粒子を総称して粒子状物質と呼びますが、そのうち、粒子径が10μm以下のも

のを浮遊粒子状物質として環境基準が定められています。浮遊粒子状物質は市内２か所の自動測

定器で測定しており、令和4年度は、両測定局とも環境基準に適合していました。（表１－３） 
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表１－３ 環境基準との比較（浮遊粒子状物質） 

    項目 

 

測定局 

測定時間数 測定日数 

日平均値が

0.10mg/m3 

以下の日数 

環境基準適合状況 

1 日平均値の

2 パーセント

除外値 

日平均値が 

0.10mg/m3 を 

超えた日が 2 日 

以上連続 

適(○) 

不適(×) 

時間 日 日 mg/m3 - - 

市役所 8,635 359 359 0.027 無 ○ 

山宮小学校 8,723 363 363 0.026 無 ○ 

※環境基準：１時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値が0.20mg/m3以下である 

 こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 年平均値と全国環境基準達成率の推移（浮遊粒子状物質） 

 

二酸化窒素と浮遊粒子状物質は、全国的にほぼ１００パーセントで環境基準を達成しており、

年平均値は減少する傾向がみられます。（図１－２、図１－３） 

濃度が下がった要因は、燃料を重油から都市ガスに転換する事業場の増加、廃棄物焼却炉にお

けるバグフィルター（※）での処理、自動車排出ガス対策、低公害車の普及、軽油中の硫黄分規制

の強化などが考えられます。 

（※）バグフィルターとは、細かいほこりを集めて取り除く装置に取付ける袋状のフィルターのこと。 

ウ 微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

微小粒子状物質（以下「ＰＭ２．５」という。）は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、特に

粒径の小さいもの（粒径２．５μｍ以下）で、黄砂や火山などの自然起源と工場、自動車や喫煙な

どから発生する人為起源のものがあります。平成２１年９月に環境基準が設定され、平成２８年

１２月に市役所に測定器が設置され測定を行っています。 

ＰＭ２．５は、粒子径が非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、長期間の吸い込みで 

肺気腫などの呼吸器系、循環器系疾患となるリスクが大きくなるなどの健康への影響が懸念され
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ています。 

このため静岡県では、平成２５年３月から環境省が定めた暫定的な指針に基づき、PM２．５の

一日平均値が７０μｇ／㎥ を超える濃度が予測される場合に、午前８時頃と午後１時頃の１日２

回の判断で、注意喚起情報を発表する体制をとっています。 

市では、環境省や静岡県のホームページで、各地域の測定値のデータの情報収集に努めていま

す。注意喚起情報が発表された場合は、不要不急の外出は避ける、換気を控えるなど市民にお知

らせすることとしています。令和4年度は、注意喚起情報の発表はありませんでした。 

 

表１－４ 測定結果（微小粒子状物質） 

項目 

 

測定局 

測定時間数 測定日数 

日平均値が 

35μg/m3 

以下の日数 

環境基準適合状況 

９８パーセンタイル値 年平均値 
適(○) 

不適(×) 

時間 日 日 μg/m3 μg/m3 - 

市役所 8,645 360 360 20.6 8.3 ○ 

※環境基準：１年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が35μg/m3以下であること。 

 

エ 二酸化硫黄（ＳＯ2） 

二酸化硫黄は硫黄酸化物の一種で、硫黄分を含んだ化石燃料の燃焼によって発生します。硫黄

酸化物の低減対策としては、低硫黄燃料への転換、燃料の脱硫、排煙脱硫装置などがあり、これら

の対策実施によって、硫黄酸化物排出量は大幅に低減しています。 

二酸化硫黄は、市内２か所の自動測定器で測定しており、令和4年度の測定結果は、すべての測

定局で環境基準に適合していました。（表１－５） 

 

表１－５ 環境基準との比較（二酸化硫黄） 

 

項目 

測定局 

 

測定時間数 

 

測定日数 日 平 均 値 が 

0.04ppm 以下 

の 日 数 

環境基準適合状況 

1 日平均値の

2 パーセント

除外値 

日平均値が0.04ppmを 

超えた日が2日以上連続 

適 (○) 

不適(×) 

時間 日 日 ppm - - 

市役所 7,314 307 307 0.003 無 ○ 

楠金公民館 8,643 361 361 0.001 無 ○ 

※環境基準：１時間値の１日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、１時間値が 0.1ppm 以下であること。 

 

オ 光化学オキシダント（Ｏ×） 

光化学オキシダントは、大気中の窒素酸化物、炭化水素等が太陽光線（紫外線）の作用を受けて

光化学反応を起こし、二次的に生成されるもので、眼への刺激、のどの痛み等の被害を起こしま

す。その発生は気象条件に左右されることが多くなっています。 

光化学オキシダントの測定も他の物質と同じように２４時間行われていますが、環境基準との
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比較は昼間（午前５時から午後８時まで）のデ－タを用いて行うこととされており、令和４年度

は、測定時間のうち2．3パーセント（年間１０9時間）が不適合となっています。（表１－６） 

また、光化学オキシダントが発生しやすい５月から９月に緊急時連絡体制を含め、監視体制を

強化しています。緊急時の対策として、１時間値が0.12ｐｐｍを超え、注意報等が発令された場

合は、緊急時協力要請事業場（市内は３事業場）に対し、燃料の使用量削減要請等を行うことや、

住民に対し屋外活動の自粛を呼びかけることなどが定められています。なお、令和４年度は、注

意報等の発令はありませんでした。 

 

表１－６ 環境基準との比較（光化学オキシダント） 

 
 

項目 
 

 

 
 
測定局 

昼 間 

測定日数 

昼 間 

測定時間 

昼間の1時間値

の 年 平 均 値 

昼間の 1 時間値が

0.06ppmを越えた 

昼間の 1 時間値が

0.12ppmを越えた 

1 時間値の 

最 高 値 

日最高値の 

年平均値 

環 境 基 準 

適 合 状 況 

日 時間 ppm 日 時間 日 時間 ppm ppm 

適（○） 

不適

（×） 

市役所 324 4,812 0.029 28 109 0 0 0.085 0.042  × 

※環境基準：１時間値が0.06ppm以下であること。 

 

カ 酸性雨 

酸性雨は、大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物などが雨に溶け込み、ｐＨの低い雨（ｐＨ５．６ 

以下）となって落下するもので、別名「湿性大気汚染」とも言われています。 

外国では、森林が枯れたり、湖沼の魚が死滅するなど被害が発生しました。 

市役所屋上にデポジットゲージを設置し、採取した雨水のｐＨ等を調査しています。（表 

１－7） 

また、富士山一合目のグリーンキャンプ場には、６月から９月の間デポジットゲージを設置

し、採取した雨水のｐＨ等を調査しています。（表１－８） 

 

表１－７ 雨水の酸性度等（市役所屋上） 

月 

項目 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均 

ｐH 6.0 5.4 5.6 6.5 6.2 7.3 6.7 5.7 7.0 6.6 7.2 5.9 6.3 

電気伝導度(μS/cm) 6 10 10 4 7 10 11 27 16 11 25 11 12 

 

表１－８ 雨水の酸性度等（グリーンキャンプ場） 

月 

項目 
6 7 8 9 平均 

ｐH 7.2 6.9 6.5 7.0 6.9 

電気伝導度(μS/cm) 8 3 13 7 8 
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（４）大気汚染の発生源 

大気汚染防止法の規制対象となる、ばい煙発生施設等を設置している市内６6事業場に対し、令

和4年度の燃料使用量について調査を実施しました。 

ア 年間の燃料使用量について 

（ア）年間１１８，３６２トン使用され、前年度比で５，６５７トン、４．６パーセント減少 

しました。 

（イ）燃料の種類別使用構成比は、Ａ重油１１．７パーセント、Ｃ重油０．９パーセント、灯油 

２．７パーセント、都市ガス７１．４パーセント、ＬＰＧ１．８パーセント、固体燃料 

１１．５パーセントとなっています。 

（ウ）燃料の使用量が年間５，０００トン以上の５事業場で、全使用量の７５．１パーセント 

に当たる８８，８７９トンを使用しました。 

イ 硫黄酸化物排出量について 

（ア）燃料及び原料（スラッジ、雑芥等）の燃焼により排出される硫黄酸化物量は､３７トンと 

推定されます。 

（イ）燃料の使用量が年間５，０００トン以上の５事業場で占める硫黄酸化物の排出量は、  

    １３．４トンで全体の３７．２パーセントと推定されます。 

ウ 燃料の特徴について 

使用される燃料の種類には、Ｃ重油、Ａ重油、灯油、ＬＰＧ、都市ガスなどがあります。ＬＰ

Ｇ、都市ガスなどの気体燃料は燃焼効率が高く、すすが発生しない、燃料中に硫黄成分がほとん

ど含まれないなど、大気汚染防止に対して最も理想的な燃料です。 

 

（５）大気汚染防止の取組 

ア 月報の収集及び審査 

硫黄酸化物に係る総量規制特定事業場である５事業場の稼動状況、重油等燃料の使用量、硫黄

酸化物排出量等について毎月報告を求め審査しています。 

イ ばい煙濃度の測定義務履行状況調査 

ばい煙発生施設の稼動状況等調査時に、ばい煙濃度の計量証明書の添付を求め、年２回から６

回の測定義務の履行状況を把握するとともに、排出されるばい煙濃度を確認しました。 

ウ 新設、増設施設に対する指導および事前協議 

大気汚染防止についての市の指導方針を定め、指導を行っています。また、一定規模以上の工

場又は事業場の新増設に際し、県条例に基づき事前協議が義務付けられています。公害防止協定

を結ぶ工場・事業場については、協定値を定めるなど、汚染の防止に努めています。 
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２ 水 

（１）水環境の現況 

当市の主要河川は、潤井川（田子の浦水域）と富士川・芝川（奥駿河湾水域）であり、両水域と

も環境基準が定められています。（表２－１）市の大半を流域とする潤井川には、富士山の野渓で

ある弓沢川、湧水を源とする下川、清水川、方辺川、神田川など、多くの支流があります。これら

河川の水質保全及び浄化のため、令和４年度においても河川水質調査をはじめ、水生生物調査等

の環境調査を実施し､さらには特定事業場等の排水調査・指導を行いました。 

潤井川水系における水質の状況は､昭和４５年から昭和４８年にかけて制定された、水質保全関

係法令等による排水基準の強化などによって､大幅に改善されています。 

 

表２－１ 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

項目類 

型 

水素イオン濃度 

（ｐＨ） 

生物化学的酸素

要求量(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量  

（ＤＯ） 
大腸菌数 

ＡＡ 6.5以上8.5以下 1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU/100mL以下 

Ａ 6.5以上8.5以下 2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU/100mL以下 

Ｂ 6.5以上8.5以下 3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 1000FU/100mL以下 

Ｃ 6.5以上8.5以下 5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 - 

Ｄ 6.0以上8.5以下 8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 - 

Ｅ 6.0以上8.5以下 10mg/L以下 
ごみ等の浮遊が認

められないこと。 
2mg/L以上 - 

基準値は日間平均値とする。 

ＢＯＤの環境基準の達成状況は、日間平均値で評価することとされており、年間評価については、７５パ

ーセント水質値により評価します。 

年間の日間平均値の全データｎ個をその値の小さいものから順に並べ、0.75×ｎ番目のデータ値。 

年に１２回、調査している場合は、0.75×１２＝９番目のデータ値。 

 

（２）潤井川水系の水質の状況 

潤井川は上井出地先を起点に、富士市の田子の浦港に注ぐ全長約２５キロメートルの１級河川

です。 

潤井川の起点は渇水状態で、起点から４キロメートルほど下流の上野地区で生活排水・農業用

水が流入しますが、水量は少ないです。堺橋（青木）付近で芝川から取水した青木発電所用水（大

堰川）が流入して河川の形態をなし､それ以降、足取川・風祭川・下川などの支流が流入して富士

市へ流れています。 

令和４年度の環境基準適合状況は、表２－２、２－３のとおりです。 

潤井川本流５か所、潤井川支流６か所に観測点を設け、年４回から１２回水質検査を行ってい

ます。 
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風祭川支流の春沢、本門寺沢については、泡などの苦情が多いため定期的な測定を行いました。 

また、神田川の水源となる湧玉池でも年に４回水質検査を行いました。水質検査の結果につい

ては、表２－４のとおりです。 

 

表２－２ 潤井川本流(環境基準A類型) 環境基準適合状況    

調査地点 

項目（基準） 
狩宿橋 富丘橋 反り田橋 くすの木橋 横巻橋 

ｐＨ 

（6.5～8.5） 

平均 

最小～最大 

7.5 

6.8～8.3 

7.4 

7.2～7.6 

7.3 

7.2～7.4 

7.8 

7.5～8.2 

7.4 

7.2～7.8 

ＢＯＤ(mg/Ｌ) 

(2ｍｇ/L以下) 

75%値 

最小～最大 

1.2 

0.6～1.3 

1.0 

0.6～1.5 

1.4 

1.1～1.8 

0.9 

<0.5～1.4 

1.2 

0.5～1.4 

ＳＳ(mg/Ｌ) 

(25ｍｇ/L以下) 

平均 

最小～最大 

1.3 

<1～2 

8.0 

2～20 

2.0 

1～3 

3.0 

<1～14 

1.8 

1～3 

ＤＯ(mg/Ｌ) 

7.5ｍｇ/L以上 

平均 

最小～最大 

10.4 

7.7～11.9 

10.6 

9.0～12.5 

9.7 

9.2～10.7 

10.5 

9.4～12 

10.4 

9.2～12.6 

備   考    県測定  

（注）令和 4 年度は、くすの木橋で年１２回、それ以外の地点で年４回測定を実施しました。 

 

表２－３ 潤井川支流（環境基準A類型に準拠）  環境基準適合状況    

         調査地点 

項目（基準） 
風祭川 下川 清水川 方辺川 神田川 弓沢川 

ｐＨ 

（6.5～8.5） 

平均 

最小～最大 

7.6 

7.2～7.8 

7.3 

7.1～7.5 

7.2 

7.1～7.3 

7.2 

7.0～7.6 

7.2 

6.7～7.5 

7.5 

7.2～7.7 

ＢＯＤ(mg/Ｌ) 

(2ｍｇ/L以下) 

75%値 

最小～最大 

2.4(×) 

1.4～3.9 

1.3 

0.8～1.5 

0.9 

<0.5～1.5 

0.8 

<0.5～1.0 

0.6 

<0.5～0.7 

1.1 

0.7～1.4 

ＳＳ(mg/Ｌ) 

(25ｍｇ/L以下) 

平均 

最小～最大 

3.2 

1～9 

1.3 

<1～2 

1.0 

<1～1 

1.3 

<1～2 

1.3 

<1～2 

2.0 

1～4 

ＤＯ(mg/Ｌ) 

(7.5ｍｇ/L以上) 

平均 

最小～最大 

11.0 

9.4～12.5 

9.5 

8.9～10.3 

9.6 

9.0～10.6 

10.0 

9.6～10.6 

9.5 

7..2～11.5 

10.4 

9.3～11.6 

（注）環境基準の設定はありませんが、潤井川本流と同じ A 類型と比較しました。 

（注）令和 4 年度は、風祭川で５回、それ以外の地点で年４回測定を実施しました。 

 

表２－４ 潤井川水系 湧水 水質検査結果（平均値） 

調査地点 

項目 

環境基準 

ＡA類型に準拠 
湧玉池 

ｐＨ 6.5～8.5 7.1 

ＢＯＤ(mg/Ｌ) 1以下 0.8 

ＤＯ(mg/Ｌ) 7.5以上 9.8 

（注）環境基準の設定はありませんが、保存湧水の指定基準であるAA類型と比較しました。 

（注）令和4年度は、年４回測定を実施しました。 
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（３）芝川・富士川水系の水質の状況 

芝川は、静岡県水産・海洋技術研究所富士養鱒場（猪之頭）内を起点に、富士川に注ぐ全長２

２．５キロメートルの１級河川です。芝川の水は、本市の飲料水の１／４を賄っており、貴重な水

源であるとともに、養鱒、発電、かんがい用として広く利用されています。また、アマゴ・ニジマ

スなどが生息しており、市民のつり場として親しまれています。芝川には、川のりの一種である

芝川のりが生育しています。 

令和４年度の環境基準適合状況は、表２－５、２－６、２－７のとおりです。 

両河川の水質監視のため芝川本流５か所、東京発電水路２か所、芝川水系支流７か所、富士川

本流３か所、富士川水系支流６か所に観測点を設け、年２回から１２回水質検査を行っています。 

芝川本流横手沢橋で、平成２８年度まではＢＯＤについて、最もきれいな川の区分となるＡＡ

類型の基準に不適合でした。このことについて、平成２３、２４年度に静岡県環境衛生科学研究

所が調査した結果、芝川の水源涵養域に有機物由来の汚染負荷があり、それを栄養として発生し

たミズワタによるＢＯＤの上昇が原因であることが推察されました。その後平成２９年度以降は

基準に適合していましたが、令和４年度は基準に不適合でした。市では、引き続き本流2か所、東

京発電水路2か所で定期的な調査を継続しています 

なお、静岡県内では、ＡＡ類型に設定されている河川は、芝川、狩野川、興津川、安倍川、藁科

川、大井川、天竜川です。 

 

表２－５ 芝川水系（横手沢橋上流では環境基準AA類型に準拠、下流ではA類型に準拠） 

環境基準適合状況 不適合（×） （－）未実施 

調査地点 

項目（基準） 

芝 川 上 流 

横手沢橋 内野大橋 横道下橋 Ａ 沢 セキ橋 

ｐＨ 

（6.5～8.5） 

平均 

最小～最大 

7.7 

7.1～8.2 

7.2 

6.7～7.4 

7.2 

6.8～7.5 

6.9 

6.8～7.0 

7.1 

6.8～7.3 

ＢＯＤ(mg/Ｌ) 

(1ｍｇ/L以下) 

75%値 

最小～最大 

1.1（×） 

<0.5～1.３ 

0.7 

<0.5～0.8 

0.8 

<0.5～0.8 

0.6 

< 0.5～0.6 

0.5 

<0.5～0.7 

ＳＳ(mg/Ｌ) 

(25ｍｇ/L以下) 

平均 

最小～最大 

1 

<1～1 
― － 

<1 

<1～<1 
- 

ＤＯ(mg/Ｌ) 

7.5ｍｇ/L以上 

平均 

最小～最大 

10.8 

10～11 

10.2 

9.2～11.3 

10.7 

9.5～12.4 

11.0 

8.7～13.2 

10.3 

9.8～11.0 

備 考 
本流 

（県測定） 
本流 

東京発電 

水路 
支流 本流 

（注）令和 4 年度は、横手沢橋で年１２回、A 沢で年２回、それ以外の地点は年６回測定を行いました。 

 

環境基準値とは… 

指標の一つとして生物化学的酸素要求量（水中の有機物量を酸化分解するために微生物が必要と

する酸素量。一般的にＢＯＤと呼ばれる。）によって分類される水質基準値を指します。 

 

ＡＡ類型とは… 

  ＢＯＤ値を１ｍｇ／ℓ以下とする区分です。 

 環境基準値としては最もきれいな川の区分となります。 

 以下順に、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと６つの類型があります。 
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調査地点 

 

項目（基準） 

芝 川 下 流 

雌
めんどり

橋 柚野橋 
久保 

大橋 
芝富橋 大倉橋 猫沢川 

羽鮒 

大沢 

ｐＨ 

（6.5～8.5） 

平均 

最小～最大 

7.5 

7.1～7.8 

7.4 

6.7～7.8 

7.6 

7.2～7.9 

7.8 

7.5～8.3 

7.6 

7.5～7.8 

7.7 

7.4～7.8 

7.3 

7.1～7.7 

ＢＯＤ(mg/Ｌ) 

（2ｍｇ/L以下） 

75%値 

最小～最大 

0.7 

<0.5～0.9 

1.0 

0.9～1.4 

0.9 

< 0.5～1.0 

0.7 

<0.5～1.2 

0.5 

<0.5～0.8 

0.9 

<0.5～1.8 

0.8 

0.5～0.9 

ＳＳ(mg/Ｌ) 

(25ｍｇ/L以下) 

平均 

最小～最大 

1.0 

<1～1 

2.0 

<1～3 

1.3 

<1～2 

1.2 

<1～2 

2.5 

<1～6 

2.3 

<1～4 

1.8 

1～3 

ＤＯ(mg/Ｌ) 

7.5ｍｇ/L以上 

平均 

最小～最大 

10.1 

9.6～10.7 

9.8 

8.7～10.3 

9.9 

8.9～10.5 

10.8 

10～12 

9.4 

8.5～10.1 

9.8 

8.4～11.1 

10.8 

9.5～13.2 

備 考 本流 本流 本流 
本流 

（県測定） 
支流 支流 支流 

（注）支流について環境基準の設定はありませんが、流入地点の環境基準である A 類型と比較しました。 

（注）令和4年度は、芝富橋で年１２回、それ以外の地点で年４回測定を実施しました。 

 

表２－６ 富士川本流（環境基準A類型） 環境基準適合状況   

調査地点 

項目（基準） 
逢来橋 貫戸 

ｐＨ 

（6.5～8.5） 

平均 

最小～最大 

7.4 

7.1～7.9 

7.5 

7.1～7.7 

ＢＯＤ(mg/Ｌ) 

（2ｍｇ/L以下） 

75%値 

最小～最大 

0.7 

<0.5～1.1 

1.0 

<0.5～1.0 

ＳＳ(mg/Ｌ) 

(25ｍｇ/L以下) 

平均 

最小～最大 

3.3 

<1～7 

2.0 

<1～3 

ＤＯ(mg/Ｌ) 

7.5ｍｇ/L以上 

平均 

最小～最大 

10.8 

9.6～11.6 

10.6 

9.0～11.9 

（注）令和 4 年度は、すべての地点で年４回測定を実施しました。 

 

表２－７ 富士川支流（環境基準 A 類型に準拠） 環境基準適合状況   

調査地点 

 

項目（基準） 

稲瀬川 

（市境） 

稲瀬川 

（落合前橋） 
稲子川 大沢川 山口川 境川 

ｐＨ 

（6.5～8.5） 

平均 

最小～最大 

7.6 

7.4～7.9 

8.1 

7.6～8.5 

7.4 

6.6～8.2 

7.6 

7.5～7.7 

7.7 

7.3～8.0 

7.8 

7.5～8.2 

ＢＯＤ(mg/Ｌ) 

(2ｍｇ/L以下) 

75%値 

最小～最大 

0.9 

<0.5～1.1 

1.0 

0.5～1.3 

0.7 

0.5～0.8 

0.8 

<0.5～1.1 

0.7 

<0.5～0.9 

0.5 

<0.5～0.7 

ＳＳ(mg/Ｌ) 

(25ｍｇ/L以下) 

平均 

最小～最大 

1.8 

<1～3 

3.0 

<1～9 

4.3 

1～8 

3.3 

<1～6 

3.8 

1～8 

<1 

<1～<1 

ＤＯ(mg/Ｌ) 

7.5ｍｇ/L以上 

平均 

最小～最大 

10.3 

9.1～11.7 

9.7 

8.3～10.9 

9.8 

8.9～10.6 

9.8 

8.4～11.5 

10.4 

9.2～12.4 

10.6 

9.6～12.8 

備 考 － － ― ― 稲瀬川支流 稲瀬川支流 

（注）環境基準の設定はありませんが、富士川本流と同じＡ類型と比較しました。 

（注）令和 4 年度は、すべての地点で年４回測定を実施しました。 
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表２－８  芝川水系 湧水 水質検査結果（平均値）   

調査地点 

項目 

環境基準 

ＡA類型に準拠 
猪之頭水源 保存湧水１０号 白糸の滝 

ｐＨ 6.5～8.5 7.1 6.8 7.7 

ＢＯＤ(mg/Ｌ) 1以下 0.6 0.6 0.7 

ＤＯ(mg/Ｌ) 7.5以上 10.3 9.6 10.6 

（注）環境基準の設定はありませんが、保存湧水の指定基準であるAA類型と比較しました。 

（注）令和4年度は、白糸の滝地点で年４回、他の調査地点では年６回測定しました。 

 

（４）田貫湖の水質の状況 

田貫湖は朝霧高原の一角に位置し、周囲約４キロメートルの人造湖で、天子・毛無の山々に囲

まれ、キャンプ場、ヘラブナ釣りなど、四季を通じて家族連れの行楽地として親しまれています。  

また、農業用水として田植え時期の４月から５月にかけて３０日間程度放流を行っています。 

水質調査は、測定点を水門に設定し、年４回実施しています。田貫湖の貯水量は、約１２０万立

方メートルであるので、環境基準の適用（天然湖沼及び１千万立方メートル以上の人工湖）は受

けませんが、環境基準と比較すると湖沼Ａ類型に適合していました。（表２－９） 

（注）田貫湖の面積３１．４ヘクタール、平均水深約４メートル 

 

表２－９ 田貫湖 水質検査結果（平均値） 

調査地点 

項目 

環境基準 

Ａ類型に準拠 
田貫湖 

ｐＨ 6.5～8.5 7.3 

ＣＯＤ(mg/Ｌ) 3以下 3.2 

ＳＳ(mg/Ｌ) ５以下 1.8 

ＤＯ(mg/Ｌ) 7.5以上 9.4 

（注）環境基準の設定はありませんが、湖沼の環境基準A類型と比較しました。 

（注）令和4年度は、年４回測定を実施しました。 

 

（５）有害物質等の環境調査 

昭和４８年度から、有害物質等の汚染状況を把握するため、河川を中心に年4回程度の環境調査

を行っています。令和４年度は、大腸菌数（生活環境項目）、人の健康の保護に関する項目、亜

鉛、アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩について調査を実施しました。 

ア 大腸菌数 

（ア）芝川水系 

横手沢橋上流 [環境基準ＡＡ類型：20CFU／１００ミリリットル以下] 

横手沢橋下流 [環境基準Ａ類型：300CFU／１００ミリリットル以下] 

源流並の厳しい環境基準が設定されている芝川横手沢橋上流は、１地点で調査を行い、ＡＡ類

型の基準に不適合でした。 

横手沢橋下流では、３地点で調査を行い、３地点でＡ類型の基準に適合でした。 
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また、芝川支流では、環境基準の設定はありませんが、猫沢川で調査を行い、本流の基準と比較

すると、基準に不適合でした。 

（イ）潤井川水系 [環境基準 Ａ類型：300CFU／１００ミリリットル以下] 

潤井川本流は、５地点で調査を行い、2地点でＡ類型の基準に不適合でした。 

また、潤井川支流では環境基準の設定はありませんが、６地点で調査を行い、本流の基準と比

較すると、2地点で、基準に不適合でした。 

（ウ）富士川水系 [環境基準 Ａ類型：300CFU／１００ミリリットル以下] 

富士川支流では、環境基準の設定はありませんが、４地点で調査を行い、本流の基準と比較す

ると、１地点で基準に不適合でした。 

（エ）湧水 

湧水では、３地点で調査を行い、環境基準の設定はありませんが、ＡＡ類型の基準と比較する

と、すべての地点で基準に適合していました。 

 

（注）大腸菌数 

生活環境項目環境基準のうち、大腸菌群数については、その測定値にふん便汚染のない水や土壌等に分

布する自然由来の細菌をも含んだ値が検出されると考えられ、実際に、水環境中において大腸菌群が多く

検出されていても、大腸菌が検出されない場合があり、大腸菌群数がふん便汚染を的確に捉えていない状

況がみられました。一方、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標として大腸菌数があり、大腸

菌群に係る環境基準が制定された当時の培養技術では大腸菌のみを簡便に検出する技術はありませんでし

たが、今日では、簡便な大腸菌の培養技術が確立されていることから、大腸菌群数については大腸菌数へ

見直すことが適当であると考えられます。 

このような状況を踏まえ、環境省は令和４年４月１日に生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸

菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直しを行いました。 

  市もこの見直しに伴い、令和４年度は大腸菌群数から大腸菌数に測定項目を変更しました。 

 

イ 人の健康の保護に関する環境基準項目（健康項目） 

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）について、かつての使用工場の浅井戸及び沈殿池底泥を調査し、

いずれも基準値に適合していました。 

公共用水域では、潤井川（横巻橋）、稲子川において２６項目の調査を行い、２地点すべてで、

環境基準に適合していました。 

ウ 全亜鉛[環境基準 １リットル当たり０．０３ミリグラム以下] 

全亜鉛は、水生生物及びその生育環境を保全する観点から環境基準項目に設定されています。 

芝川流域５地点、潤井川流域５地点、富士川流域４地点で調査を行い、すべての地点で基準に

適合していました。（支流等については、本流の基準と比較しました。） 

エ アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩  
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潤井川・芝川 [環境基準 生物Ａ：１リットル当たり０．０３ミリグラム以下] 

富士川 [環境基準 生物Ｂ：１リットル当たり０．０５ミリグラム以下] 

平成２５年３月に、水生生物の保全に係る水質環境基準に設定されました。 

芝川流域５地点、潤井川流域５地点、富士川流域４地点で調査を行い、すべての地点で環境基

準に適合していました。（支流等については、本流の基準と比較しました。） 

 

（６）トリクロロエチレン等有機塩素系溶剤による地下水汚染の現況と対策 

本市では、昭和６１年度に湧玉池湧水からトリクロロエチレンが検出される等の地下水、湧水

汚染が確認されたため、継続的な監視を実施しており、土壌汚染対策法等での調査の結果、事業

場の敷地外に地下水汚染等の可能性がある場合には、周辺の井戸等で調査を行っています。 

また、地下水汚染を未然に防止するため、有機塩素系溶剤の使用事業場等の実態調査を実施し､

保管管理について指導を行っています。 

井戸水や土壌から環境基準を超過して有害物質が検出されることがあります。検出され環境基

準を超過した場合、県は、周辺での井戸で飲用を控える指示指導、周辺井戸に汚染が拡散されて

いないか確認するための水質調査を指導することがあります。 

ア 汚染地区の現況と対策 

（ア）湧玉池水系のトリクロロエチレン濃度の推移 

湧玉池水系の汚染源は、主に万野鉄工団地内の汚染土壌と推定され､汚染濃度を監視するため、

湧玉池湧水及び鉄工団地内の工業用井戸の２か所を監視測定点として、濃度測定を実施していま

す。 

令和４年度も、両地点で地下水に係る環境基準値（１リットル当たり０．０１ミリグラム以下）

以下でした。 

なお、汚染源の１つとみられる事業場において、揚水曝気処理（昭和６３年３月から）や土壌ガ

ス抽出（平成８年８月から平成１０年１０月）などの対策を行った結果､平成１１年度からはトリ

クロロエチレン等３物質は、定量下限値以下となっています。 

（イ）小泉南部地区のテトラクロロエチレン濃度の推移（図２－１） 

汚染源と推定される上流部のテトラクロロエチレン使用事業場（クリーニング関係）では、平

成元年６月に石油系溶剤に切り替えました。 

令和４年度は、民家の井戸について２回調査し、地下水に係る環境基準値（１リットル当たり

０．０１ミリグラム）以下でした。 

（ウ）北部地域の四塩化炭素の濃度推移 

平成７年度に北部地域の四塩化炭素汚染が判明し､井戸水などを継続して調査しています。また、

平成８年度に除去施設を設置し､稼動してきました。地下水中の濃度は、平成１０年以降は、環境

基準値以下で推移しているので、平成１５年３月に除去施設の運転を休止しました。 

令和４年度は、１地点で２回調査を行い、地下水に係る環境基準値（１リットル当たり

０．００２ミリグラム）以下でした。 
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図２－１ 小泉南部テトラクロロエチレン濃度の経年変化 

 

（７）工場排水対策 

本市では､水質汚濁防止についての指導方針を定め､指導を行うとともに定期的に事業場等の排

水の監視を行っており、水質汚濁防止法､県条例に定められた特定施設を設置している特定事業場

のうち、排水基準が適用される事業場等や水質汚濁防止法等の対象外で、過去に苦情が寄せられ

ている事業場等について、排水の立ち入り調査を行っています。 

なお、一定規模以上の工場又は事業場の新増設に際し、周辺環境を保全するために、県条例に

基づき事前協議が義務付けられています。また、公害防止協定を締結し、協定値を設定するなど、

汚濁の防止に努めています。 

ア 排水基準適合状況調査 

市による立ち入り調査の排水基準適合状況は、表２－１０のとおりです。 

令和４年度は、６５事業場等（うち5事業所は規制対象外）の排水調査を行った結果、排水基準

超過は６件（７項目）あり測定結果に基づき文書による指導を行いました。 

 

表２－１０ 市による事業場排水立ち入り調査結果 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

調査事業場数 4 8 6 3 5 8 9 2 10 4 6 0 65 

基 準 超 過 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 6 
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（８）水生生物調査 

ア 調査目的 

河川の水質を判定する場合､従来からＣＯＤ（化学的酸素要求量）、ＢＯＤ（生物化学的酸素要

求量）等の化学的分析がなされてきましたが、河川の水質は､日によって時間によって刻々と変化

しており､人間の活動している昼と夜では相当の変動があるため、化学分析のみで平均的な水質を

把握することは困難な場合が多くなっています。これに対して生物による水質判定では､昼間に生

物調査を行った場合でも夜間の影響が包含されており、総体的な汚濁を知るためには有効な方法

といえます。 

河川の汚濁の推移､下水道の効果､護岸工事の影響を把握するためには、実際に生息している河

川生物を調査することは環境保全の上からも重要であり､市内の１３河川を表２－１１のとおり

６グループに分け、グループごとに生物調査を実施しています。令和４年度は、芝川で調査を行

いました。令和４年度の調査地点と調査結果は、表２－１１、２－１２のとおりです。 

 

表２―１１ 水生生物調査地点 

実施年度 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

番号 
調査河川（地点）名 

平成 29 年度 ６ 稲瀬川（落合前橋）、稲子川（富士川合流前）、芝川（芝富橋付近） 

平成 30 年度 １ 
下川（野尻養鱒場下、下川橋）清水川（福伝橋、小橋川橋） 

方辺川（泉町堺橋、方辺川橋） 

令和元年度 ２ 足取川（大谷橋下、青木団地下）風祭川（拾石沢橋、河合橋） 

令和２年度 ３ 
神田川（湧玉橋下流､南神田川橋）弓沢川（舞々木橋、源道寺橋） 

大沢川（阿幸地橋）中沢川（中沢橋） 

令和３年度 ４ 
潤井川（狩宿橋、堺橋、富丘橋、反田橋、くすの木橋、横巻橋、 

金谷橋） 

令和４年度 ５ 芝川（猪之頭発電所末端、横手沢橋、 雌
めんどり

橋） 
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イ 確認された主な水生生物 

表２－１２ 確認された主な水生生物 

調査場所 非汚濁耐忍種（Ａ） 汚濁耐忍種（B） 

芝川 

（猪之頭発電所

末端） 

ｸﾗｶｹｶﾜｹﾞﾗ、ﾓﾝｶﾜｹﾞﾗ、ﾌﾀｽｼﾞﾓﾝｶｹﾞﾛ

ｳ､ﾖｼﾉﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ、ﾐﾂﾄﾋﾞﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ、

ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ、ﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ、ﾌﾞﾕ、

ｳｽﾞﾑｼ、ﾅﾐﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ、ｶﾜﾆﾅ、ｳﾙﾏｰｼﾏ

ﾄﾋﾞｹﾗ、ﾂﾂﾄﾋﾞｹﾗ、ｵｵﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ、ﾍﾋﾞ

ﾄﾝﾎﾞ、ﾖｺｴﾋﾞ、ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ など 

ﾋﾙ、ｺｶｹﾞﾛｳ、ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ、ｻｶﾏｷｶﾞｲ  

など 

芝川 

（横手沢橋） 

ﾖｺｴﾋﾞ、ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ、ﾅｶﾞﾚﾄﾋﾞｹﾗ、

ｳｽﾞﾑｼ、ﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ、ｳﾙﾏｰｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ、ｸ

ﾗｶｹｶﾜｹﾞﾗ、ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ、ﾅﾐﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ、

ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ、ﾖｼﾉﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ、ﾌﾀｽｼﾞﾓﾝｶ

ｹﾞﾛｳ、ﾌﾞﾕ、ｴﾙﾓﾝﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ、ﾖｺｴﾋﾞ、

ﾂﾂﾄﾋﾞｹﾗ、ｶﾜﾆﾅ など 

ﾋﾙ、ﾐﾐｽﾞ、ｺｶｹﾞﾛｳ など 

芝川 

（雌橋） 

ﾖｺｴﾋﾞ、ｶﾜﾆﾅ、ﾌﾞﾕ、ｶﾜｹﾞﾗ、ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ、

ﾖｼﾉﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ、ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾜﾄﾋﾞｹﾗ、ﾅｶﾞﾚ

ﾄﾋﾞｹﾗ、ｳｽﾞﾑｼ、ﾌﾀｽｼﾞﾓﾝｶｹﾞﾛｳ、ﾍﾋﾞﾄﾝ

ﾎﾞ、ｵｵﾏﾀﾞﾗｶｹﾞﾛｳ、ﾋﾗﾀｶｹﾞﾛｳ、ｶﾞｶﾞﾝ

ﾎﾞ など 

ｺｶｹﾞﾛｳ､ﾋﾙ など 

 

ウ 判定方法 

水生生物による判定方法には､Ｂｅｃｋ－Ｔｓｕｄａ法（BＩ値）と汚濁指数法（PＩ値）を用い

ました。（表２－１３） 

表２－１３ 水質階級表 

汚濁の程度 きれい ややきれい かなりきたない 非常にきたない 判定方法 

階級 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Beck-Tsuda

法 2Ａ+Ｂ(ＢＩ値) 30 以上 15～29 6～14 0～5 

階級 貧腐水性 β中腐水性 α中腐水性 強腐水性 

汚濁指数法 
ＰＩ値 

1.0～1.5 未

満 

1.5～2.5 未

満 

2.5～3.5 未

満 
3.5～4.0 

（注）Ｂｅｃｋ－Ｔｓｕｄａ法：表２－12 の（Ａ)のウエイトを（Ｂ）の２倍とし、２Ａ＋Ｂ（生物指数） 

   としてＢＩ値を算出します。 

（注）汚濁指数法：生物を出現頻度によって何段階か（１個体：１、２から９個体：２、１０個体以上：３ 

   など）に分け、また有機汚濁の耐性によって４段階の汚濁指数階級（貧腐水性指標種＝１、β中腐水 

   性指標種＝２、α中腐水性指標種＝３、強腐水性指標種＝４）に分け、それぞれの指標種に与えられ 

   た頻度（ｈ）と指数階級（ｓ）から、∑（ｓ×ｈ）／∑ｈにより PＩ値を算出します。 
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エ 調査結果 

調査結果は、表２－１４のとおりです。 

 

表２－１４ 水生生物調査結果 

調 

査 

年 

度 

調査場所 

夏 季 冬 季 

ＢＩ値 階級 ＰＩ値 階級 ＢＩ値 階級 ＰＩ値 階級 

令  

和 

４  

年  

度 

芝川 

（猪之頭発電所末端） 
32 Ⅰ 1.2 貧 37 Ⅰ 1.3 貧 

芝川 

（横手沢橋） 
28 Ⅱ 1.3 貧 33 Ⅰ 1.3 貧 

芝川 

（雌橋） 
23 Ⅱ 1.1 貧 30 Ⅰ 1.2 貧 

平  

成  

2８ 

年  

度 

芝川 

（猪之頭発電所末端） 
28 Ⅱ 1.3 貧 32 Ⅰ 1.3 貧 

芝川 

（横手沢橋） 
34 Ⅰ 1.4 貧 33 Ⅰ 1.6 β 

芝川 

（雌橋） 
27 Ⅱ 1.3 貧 35 Ⅰ 1.5 貧 
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（９）芝川のり調査（第３６回目） 

ア 調査目的 

芝川のり調査は、芝川のりを水質の指標生物として監視することにより、生物的な水質の把握

を目的として行っています。 

芝川のり調査は、８～１４か所を測定点として昭和６２年度から調査を実施しています。 

イ 調査結果（令和４年９月９日調査） 

表２－１５ 芝川のり調査結果 

測定点 付着量 
水温 

(℃) 

電導度 

(μS/cm) 

流速 

(m/s) 
日照 

水深 

(cm) 
状況 分類 

五斗目木川上流 普通 13.0 77 1.5 並 10 岩表面に付着 支流 

県営猪之頭養鱒

場下 
多い 12.1 111 0.7 弱い 20 岩表面に付着 本流 

猪之頭発電所下 なし 12.9 90     本流 

足形発電所下 非常に少ない 14.9 90 1.6 強い 2 岩表面に付着 本流 

足形用水 多い 14.4 90 1.3 強い 10 ｺﾝｸﾘｰﾄ底面に付着 水路 

原用水 なし 14.4 89     水路 

狩宿用水 なし 13.5 102     水路 

北山用水 非常に少ない 14.2 100 1.4 並 10 ｺﾝｸﾘｰﾄ側面に付着 水路 

山宮用水 なし 16.6 99     水路 

馬見塚用水 

大石寺下 
なし 14.8 120     水路 

上井出用水 なし 14.0 88     水路 

熊久保用水 なし 14.0 88     水路 

青木発電所 

山根堀下 
非常に少ない 16.5 104 1.2 並 5 ｺﾝｸﾘｰﾄ底面に付着 水路 

神田川 

湧玉池直下 
なし 15.1 149     神田川 

※なお、芝川のり確認量の推移（定点観測地点）については、第５章資料編に一部掲載しました。 

 

３ 化学物質 

（１）ダイオキシン類 

ダイオキシン類とは、物の燃焼過程等で非意図的に生成される物質です。中でも、最も毒性の

強い２,３,７,８-ＴＣＤＤについては、人に対する発ガン性があるとされています。 

特定事業場に義務付けられているダイオキシン類の自主測定と結果報告は、令和３年度は１２

件が報告されました。このうち1件がダイオキシン類対策特別措置法で特定施設ごとに定められ 

ている排出基準を超過していました。 
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表３－１ ダイオキシン類に係る環境基準        （改正平成１４年７月２２日告示） 

項 目 環 境 基 準 適  用  範  囲 

大 気 
0.6pg-TEQ/m3 以下 

（年間平均値） 

工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していな

い地域又は場所については適用しない。 

底 質 150pg-TEQ/g 以下 公共用水域の水底の底質について適用する。 

水 質 
1pg-TEQ/Ｌ以下 

（年間平均値） 
公共用水域及び地下水について適用する。 

土 壌 
1,000pg-TEQ/g 以下 

（=1ng-TEQ/g 以下） 

廃棄物の埋め立てその他の場所であって、外部から適切

に区別されている施設の土壌は適用しない。 

（注）ダイオキシン類は種類によって毒性が大きく異なるため、毒性を評価するときには、最も毒性の強い 

   ２,３,７,８－ＴＣＤＤの毒性を１として、他のダイオキシンの毒性の強さを換算し、ＴＥＱで表しま 

   す。 

（注）土壌については、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が２５０ピ 

   コグラム－ＴＥＱ／グラム以上の場合、必要な調査を実施します。 

 

（２）ダイオキシン類調査結果  

令和４年度は、大気２か所を調査しました。河川の底質は未調査でした。その結果は、環境基準

を下回っていました。（表３－２） 

環境調査の調査地点については、全国や県内のデータを参考にして、随時、見直しを行ってい

ます。 

 

表３－２ ダイオキシン類調査結果 

区 分 調 査 日 採取場所 調査結果 環境基準 

適 

○ 

否 

× 

大 気 

pg-TEQ／㎥ 

令和４年１２月１６日～２３日 山宮小学校 0.０２８ 

0.6 以下 

○ 

令和４年１２月１６日～２３日 中央消防署芝川分署 0.0０７７ ○ 

水域の底質 

pg-TEQ／g 
未実施 － － － － 

 

全国のダイオキシン類濃度の平均値は、全般的に低下傾向がみられる。令和３年度の全国の大

気平均結果は 0.0１５ pg-TEQ/㎥、公共用水域底質結果は５．９pg-TEQ／g となっている。 

環境省が報道発表した全国２２地点の大気の継続調査地点でも、0.0１９ pg-TEQ/㎥と、平成

9年度の0.6２ pg-TEQ/㎥に比べ大幅に低くなっており、長期的にも低下する傾向にあります。 

（環境省 報道発表資料より） 
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（３）ＰＲＴＲ制度 

ア 概要 

ＰＲＴＲ（汚染物質排出移動登録）制度とは、どのような化学物質が、どこからどの程度排出さ

れているかを知るための制度です。有害性のある化学物質を取り扱う一定規模以上の事業者は、

環境中に排出した量と、廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量を、年に１ 

回、国へ届け出ることが義務付けられ、国はその届出データを集計するとともに、届出の対象と

ならない事業所・家庭・自動車などから環境中に排出されている対象化学物質の量を推計して、

公表するものです。 

化学物質による環境汚染の未然防止の意識が急速に高まっている中で、世界的にもＰＲＴＲ制

度の導入、産業界の自主的な環境保全対策の取組などが行われています。 

現在は、第一種指定化学物質が４６２物質、第二種指定化学物質が１００物質となっています

が、令和３年１０月２０日に、ＰＲＴＲ法の一部を改正する政令が公布され、令和５年４月１日

からは、第一種指定化学物質が４６２物質から５１５物質に、第二種指定化学物質が１００物質

から１３４物質になりますが、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和５年度から、届出

は令和６年度からの実施となります。 

イ 市内の届出状況 

令和３年度の総排出量、総移動量の合計は６２９トンでした。（表３－３） 

総排出量・移動量について、県内の市区町で８番目に多い量でした。（図３－１） 

静岡県物質別総排出量・移動量は、油性塗料や接着剤の溶剤、合成原料等に用いられるト

ルエンとキシレンが大きな割合を占めています。（図３－２） 

届出事業所には、製造業、燃料小売業、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業などがあり

ます。 

表３－３ 富士宮市の総排出量と総移動量 

実績年度 届出事業所数 総排出量(トン) 総移動量(トン) 合計(トン) 

平成 25 年度 54 440 182 623 

平成 26 年度 53 541 176 717 

平成 27 年度 52 393 187 580 

平成 28 年度 50 419 173 592 

平成 29 年度 51 472 278 750 

平成 30 年度 51 501 226 727 

令和元年度 50 476 210 686 

令和 2 年度 50 422 207 629 

令和３年度 50 449 181 629 

※四捨五入の関係で合計が和と一致しない場合あり。 
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図３－１ 令和３年度静岡県市区町別総排出量・移動量 

 

 

図３－２ 令和３年度静岡県物質別総排出量・移動量 
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（４）化学物質の環境調査 

ア エチレンオキシド 

ＰＲＴＲ法の届出されたデータで、他の市町村と比較して排出量の多かったエチレンオキシド

について、環境調査を市内２か所で行いました。（表３－４） 

エチレンオキシドは、有機合成原料や殺菌剤などとして使用される流動性の液体で、爆発性や

皮膚などへの刺激、麻酔作用があります。現在、この物質について大気の環境基準は定められて

いませんが、令和２年度における全国平均濃度（１立方メートル当たり０．０７０マイクログラ

ム）と比較すると、総合福祉会館は低い値ですが富士見小学校は高い値でした。 

 

表３－４ エチレンオキシドの調査結果（令和４年度） 

調 査 日 調査場所 調査結果 環境基準 

令和４年１２月１９日～２０日 

総合福祉会館 ０．０６１μg／㎥ 

なし 

富士見小学校 0.１２μg／㎥ 

 

４ 騒音 

騒音は、最も日常生活に密接した感覚的な公害で、その被害程度は人それぞれの健康状態や心

理状態で大きく異なってきます。 

また、工場、建設・土木工事や飲食店などの生産・営業活動をはじめとして、日常の家庭生活や

交通機関の運行など発生源が多く、性質は多様で、苦情数も多くなっています。 

当市でも、隣近所の関係が疎遠になっている世相を反映して、近隣から騒音苦情が寄せられる

ことがあります。これらの解決には法規制が困難なことから、発生源者のモラルに頼る部分が多

く、お互いに迷惑をかけない心遣いが大切です。 

市では、苦情が頻繁に寄せられた事例について、定期的な測定を実施し、監視指導を行ってい

ます。また、騒音の数値的な把握のために、貸し出し用の騒音計を用意しており、令和４年度には

延べ８件の貸し出しを行いました。 

工場騒音は、住宅が隣接する住工混在型の地域において苦情の発生が多く、防音施設の設置、

機械の移動、作業時間の変更等の指導による苦情の解決に努めています。 
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表４－１ 騒音に係る環境基準 

地

域 

類

型 

環境基準（ｄＢ） 該 当 地 域 

昼間 

(6 時～22 時) 

夜間 

(22 時～翌 6 時) 
該当基準 都市計画法の用途地域 

Ａ

Ａ 
50 以下 40 以下 

療養施設、社会福祉施

設等が集合して設置

される地域など特に

静穏を要する地域 

 

Ａ 

55 以下 45 以下 

専ら住居の用に供さ

れる地域 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

Ｂ 
主として住居の用に

供される地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

市街化調整区域 

Ｃ 60 以下 50 以下 

相当数の住居と併せ

て商業、工業等の用に

供される地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

 

（１）夜間パトロール 

夜間の騒音が問題となる事業場を中心に、騒音の実態を把握するため、夜間パトロールを９月

と１２月に実施しました。（表４－２） 

苦情が寄せられた場合、その性質上深夜のものであるため、経営者に苦情の状況を説明し、防

音設備の設置、営業時間の短縮、カラオケ使用の自粛等の騒音防止に関する対策を求めています。 

騒音は、車や人通りが少なくなり、人が就眠する時間帯で気になりやすいため、騒音に係る基

準は、環境基準・規制基準ともに昼間より夜間が厳しい基準となっています。（表４－１、表４－

３） 

 

表４－２ 夜間騒音調査結果 

調 査 日 時 調査数 結   果 

令和４年９月１６日 

２０時３０分～２２時１０分 
２事業場 

２事業場のうち騒音測定を１事業場で行い

ました。 

令和４年１２月１２日 

２１時２０分～２２時３０分 
２事業場 

２事業場のうち騒音測定を２事業場で行い、

規制基準に適合していました。 
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表４－３ 特定工場等における規制基準 

根拠 

法令 

地  域  の  区  分 規  制  基  準 （ｄＢ） 

区域 

区分 
都市計画法の用途地域 

昼間 

(8時～18時) 

朝（6時～8時） 

夕(18時～22時) 

夜間 

(22時～6時) 

騒 

音 

規 

制 

法 

第１種

区 域 

第１種低層住居専用地域 

50 45 40 
第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第２種

区 域 

第１種住居地域 

55 50 45 
第２種住居地域 

準住居地域 

市街化調整区域 

第３種

区 域 

近隣商業地域 

65 60 55 商業地域 

準工業地域 

第４種

区 域 
工業地域 

70 65 60 

県条例 ＊工業専用地域 

 

（２）自動車騒音常時監視 

自動車騒音常時監視は、自動車騒音対策を計画的に行うため、自動車騒音の状況及び対策の効

果等を経年的に把握することを目的として、平成１０年の騒音規制法改正時に新設され、平成  

２４年度からは法定受託事務として、市で実施しています。 

令和４年度は、国道１３９号５．３キロメートル、県道富士富士宮線１２．７キロメートルを評

価対象区間として調査を行い、環境基準の達成状況を更新しました。 

令和４年度の環境基準達成状況は、評価対象戸数１，９８９戸の内、昼夜ともに達成したのは、

１，８８０戸（９４．５パーセント）、昼間のみ達成は６２戸（３．１パーセント）、夜間のみ達

成は１戸（０．１パーセント）、昼夜とも基準超過は４６戸（２．３パーセント）でした。 

また、過年度の評価対象区間を含めた環境基準達成状況について、全国や静岡県と比較して良

い状況でした。（表４－４、表４－５、表４－６） 

なお、環境基準との比較は、等価騒音レベル（変動する騒音レベルのエネルギー的な平均値）で

行います。 

このような中で、環境省では道路交通騒音対策として、（ａ）発生源対策、（ｂ）交通流対策、

（ｃ）道路構造対策、（ｄ）沿道対策などを挙げています。 
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表４－４ 道路に面する地域、幹線道路近接空間における環境基準 

地 域 の 区 分 

環境基準（ｄＢ） 

昼 間 

（6 時～22 時） 

夜 間 

（22 時～翌 6 時） 

道路に面する地域 

（幹線道路近接空

間を除く） 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有

する道路に面する地域 
60 以下 55 以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有

する道路に面する地域及びＣ地域の

うち車線を有する道路に面する地域 

65 以下 60 以下 

幹線道路近接空間 
２車線以下：道路端から１５ｍ 

２車線を超える：道路端から２０ｍ 
70 以下 65 以下 

 

表４－５ 自動車騒音常時監視結果（面的評価） 

評価対象道路名 

評価区

間延長 

（㎞） 

評価対

象戸数 

（戸） 

環境基準達成状況 

昼夜とも達成 昼のみ達成 夜のみ達成 昼夜とも超過 

戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 

新東名高速道路 2.9 20 20 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

国 道 １ ３ ９ 号 27.1 848 735 86.7 67 7.9 0 0.0 46 5.4 

国 道 １ ３ ９ 号

（西富士道路） 
0.7 118 118 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

国 道 ４ ６ ９ 号 4.9 267 267 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

県道富士川身延線 2.4 107 80 74.8 0 0.0 10 9.3 17 15.9 

県道富士宮芝川線 6.2 448 445 99.3 0 0.0 3 0.7 0 0.0 

県道富士宮停車場線  0.3 39 39 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

県道清水富士宮線 1.2 149 149 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

県道富士富士宮由比線 10.7 978 971 99.3 4 0.4 1 0.1 2 0.2 

県道大坂富士宮線 2.0 532 530 99.6 2 0.4 0 0.0 0 0.0 

県道富士宮富士公園線 5.1 902 900 99.8 2 0.2 ０ 0.０ 0 0.0 

県道富士根停車場線  5.7 942 936 99.4 4 0.4 0 0.0 2 0.2 

県道富士富士宮線 12.7 1,370  1,369 99.9 0 0.0 1 0.1 0 0.0 

市道西小泉町線 1.0 102 100 98.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 

※ 全 体 82.9 6,581 6,437 97.8 67 1.0 14 0.2 63 1.0 

※評価対象道路が交差している区間については、評価対象戸数が重複するため、全体は重複戸数を除いた値 

 としています。このため、評価対象道路ごとの合計数と全体では差異があります。 
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表４－６ 環境基準達成状況（全国、静岡県との比較） 

評価対象戸数

（戸） 

環境基準達成状況 

昼夜とも達成 昼のみ達成 夜のみ達成 昼夜とも超過 

戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 

※全国 9,365.5 8,855.4 94.6 221.0 2.4 38.3 0.4 250.8 2.7 

静岡県 266,754 260,040 97.5 2,561 1.0 1,323 0.5 2,830 1.1 

富士宮市 6,581 6,437 97.8 67 1.0 14 0.2 63 1.0 

※全国の戸数の単位は千戸で、令和３年度の数値です。 

 

５ 振動 

振動は感覚的な被害ばかりでなく、物理的作用として家屋の歪み、壁の亀裂等の直接的な被害

を及ぼす場合があります。発生源の主なものは建設作業、工場・事業場、自動車交通です。 

振動については、特定建設作業、特定工場等では規制基準、道路交通振動では要請限度がそれ

ぞれ定められていますが、環境基準は定められていません。 

令和４年度は、４件の振動苦情が寄せられ、原因は建設作業と道路交通によるものでした。 

 

（１）道路交通振動調査 

国道１３９号等の４路線５か所について、道路交通振動を測定しました。測定を午前・午後の

２回行った結果、すべての測定場所で要請限度以下でした。（表５－１） 

測定した結果と要請限度との比較は、８０パーセントレンジの上端値（以下Ｌ１０）で行います。 

Ｌ１０の中で、最も振動レベルの大きかった地点は、富士富士宮由比線東京電力パワーグリッド

㈱富士根変電所南側（5３デシベル）で、２番目は、国道１３９号南中入口バス停前と富士富士宮

由比線沼久保バス停前（５２デシベル）でした。 

最大値の中で、最も振動レベルの大きかった地点は、富士富士宮由比線東京電力パワーグリッ

ド㈱富士根変電所南側（7５デシベル）で、２番目は、国道４６９号山宮小学校南東（７４デシベ

ル）でした。 

道路交通振動は、道路改良工事等により年々減少する傾向にありますが、全体的な交通量の多

少よりも、道路の幅と構造（地盤の軟弱さ）や、ダンプカー・大型貨物車等の交通量とスピードに

起因しているものと考えられます。道路が渋滞して車のスピードが遅い場合は、振動レベルが下

がります。 
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表５－１ 道路振動測定結果 令和４年１１月に測定 

 

６ 悪臭 

近年､市域は人口の増加による市街化の拡大によって住工農混在型となり、悪臭公害は日常生活

に身近な問題となっています。令和４年度には、２８件の苦情が寄せられました。 

これらの悪臭防止対策として、「悪臭防止法」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」が

定められています。県条例では特定施設を定めており､施設の悪臭防止措置について基準を設けて

います。 

悪臭防止法では､これまで工場、その他の事業場から排出される「特定悪臭物質２２物質」を指

定し、濃度を規制してきましたが、複合臭や未規制物質による臭気などに対応するため、平成７

年からは、人間の嗅覚を活用し、悪臭の程度を測定する「臭気指数」による規制が導入され富士宮

市では平成２０年４月から臭気指数による規制を導入しています。（表６－１） 

臭気指数規制は、多種多様な「におい」物質に対応できること、においの相加・相乗等の効果を

評価できることや嗅覚を利用することで、「におい」の程度がイメージしやすいなどの特徴があ

ります。 

 

表６－１ 悪臭防止法第４条第２項第１号に定める規制基準（平成２０年４月から） 

規制地域の範囲 臭気指数 

市街化区域（工業地域及び工業専用地域を除く） １３ 

市街化区域（工業地域及び工業専用地域） １５ 

市街化区域を除く旧富士宮市全域 １８ 

芝川区域全域 １５ 

   ※臭気指数＝１０×Log 10（臭気濃度） 

道 路 名 

 

測 定 場 所 

車線数 

振動レベル

(ｄＢ) 区分の 

区域 

要請限度(ｄＢ) 要請限

度適合

状況 

振動レベル 

最大値 

(参考) 

昼間 

8～20 時 

夜間 

20～8 時 Ｌ１０ 

富士富士宮由比線 

沼久保バス停前（沼久保） 
2 52 第１種区域 65 60 適合 71 

富士富士宮由比線 

東京電力パワーグリッド㈱ 

富士根変電所南側（杉田） 

2 53 第１種区域 65 60 適合 75 

国道１３９号 

南中入口バス停前（小泉） 
4 52 第 2 種区域 70 65 適合 62 

富士川身延線 

芝川会館前（長貫） 
2 51 第１種区域 65 60 適合 62 

国道４６９号 

山宮小学校南東（山宮） 
2 50 第１種区域 65 60 適合 74 
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（１）臭気調査 

令和４年度も、悪臭苦情が発生する可能性のある畜産関係に重点を置き､農業政策課の協力を得

て、牛舎５事業場の調査を実施し、悪臭の規制方法、堆肥による悪臭発生防止について説明を行

いました。 

また、悪臭苦情が発生しやすい時間帯（早朝や夜間）に臭気パトロールを２回行いました。 

 

（２）臭気指数測定 

臭気による、苦情が寄せられている事業場等について、規制値との比較をするため、廃棄物処

理業者１事業場、畜舎１事業場について測定を行いました。 

 

７ 自然保護 

（１）朝霧高原のススキ草原の景観保全と生物多様性の推進を図るため、４月に約５２ヘクター

ルの草原の火入れと１０月に約２．９ヘクタールの防火帯の火入れを実施しました。 

 

 

 
春期の火入れ（令和４年４月２日） 

 

 

日） 
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（2）樹林、樹木などの自然環境及び良好な水辺環境（湧水池）を保全するため、自然監視員 

２６人、水源保全監視員４人による市内巡視及び定期報告などを実施しました。 

 

（3）平成の名水百選に選定されている湧玉池・神田川の自然環境保全を目的に、市民ボラン 

ティア、地元企業、中学生など約５００人の協力を得て「湧玉池・神田川一斉清掃」を実施しま

した。 

 

（4）小田貫湿原の乾燥化防止を目的として、湿原乾燥化の要因であるススキ等植物除去のため、

湿原内の除草を夏期・冬期の２回実施しました。 

 

（5）富士宮市の豊かな緑と水に恵まれた自然環境を守り、後世に引き継ぐため、樹木、樹林及び

湧水池を対象とした保存指定制度を設けています。令和４年度は樹木２本を保存指定解除、樹

林１箇所を保存指定しました。 

 

 

 

（６）富士宮市の豊かな地下水を保全するため、市内各所へ観測井を設置し、地下水位観測を行

っています。令和４年度は７月から９月にかけての豪雨の影響により、市内淀師地区を中心に

異常湧水が発生し、土嚢配布および監視パトロールを実施しました。 

保存樹林 第１９号 悪王子神社（令和４年度保存指定） 

 

日） 

） 
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淀師地区異常湧水の様子（令和４年９月） 

 

日） 
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８ ごみとリサイクル 

（１）ごみ  

令和４年度のごみ総排出量は、４０，３４５トンとなり、前年度に比べ２．６９パーセント減少

し、市民１人１日当たりのごみ総排出量は８５９グラムとなりました。（図８－１ ごみ排出実

績 図８－２ 1人1日当たりのごみ総排出量） 

ごみ総排出量には、拠点回収量も含まれます。内訳は、下記のごみ排出実績のとおりです。 

 

ごみ排出実績 

                                              （単位：トン） 

家庭系のごみ 事業系のごみ 
拠点回収量 ごみ総排出量 

(資源化量を含む) 

１人１日当たり

ごみ総排出量 集団回収 古紙回収ステー
ション回収量 

廃食用油回収量 衣類・革類回収量 

27,883 9,197 2,203 740 2 320 40,345 859g 

※１人１日当たりのごみ総排出量（ｇ）＝年間ごみ総排出量（ｔ）÷人口÷年間日数×1,000,000 

※人口は令和５年４月１日現在の住民基本台帳人口で、128,706人です。また、小数点以下を四捨五入し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リサイクル 

市では、資源ごみの分別品目として、びん、かん、ペットボトル、紙パック及びトレイ、水銀使

用製品を市内全域で収集してリサイクル処理しています。ごみの発生抑制や資源化を図るため、

古紙等リサイクル活動奨励金制度のほか、雑がみを含めた古紙等の資源化を目的として「古紙回

収ステーション」などを設置し、リサイクルを推進しています。 

令和４年度の古紙等リサイクル活動奨励金制度の登録団体数は２４７団体となり、前年度より

図 ８－１ 

 

（ｇ） 

(年度) 

1 人 1 日当たりのごみ総排出量 

 

図 ８－２ 
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６団体減となり、古紙等の回収量についても前年度と比べ減少しました。（図８－３） 

主な要因としては、民間事業者が独自に設置する古紙等の回収ボックスが増えているため、身

近に排出できる環境が整ってきたことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほか、植物性油のバイオディーゼル燃料としての資源化を目的とした廃食用油の拠点回収

を実施しており、令和４年度の回収量は２，５００リットルで、前年度と比べ減少しました。ま

た、衣類や革類製品の再使用や資源化を目的とした衣類・革類回収ボックスなどを設置し、可燃

ごみの削減に努めています。 

以上の回収量に、焼却灰の資源化等の量を加味するとリサイクル率は、２１．２パーセントで

した。（図８－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(年度) 

（％） 

図 ８－３ 

 

リサイクル率 

(年度) 

古紙等回収量 
（ｔ） 

図 ８－４ 
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※リサイクル率（％）＝資源化量（ｔ）÷ごみの総排出量（ｔ）×100 

※リサイクル率は、ごみの総排出量に対し集団回収、古紙回収ステーション回収、廃食用油回収、衣類・革 

類回収、市による資源分別収集量、中間処理後の再生利用等の資源化量（注）により算出しています。 

（注）民間事業者も店頭などで古紙、ペットボトル、トレイなどの資源回収を行っていますが、民間事業者

による資源回収は、市の資源化量に含みません。 

 

（3）ごみダイエットプロジェクト 

令和４年度も引き続き、清掃センターに搬入されるごみを 

削減するため、市民、事業者及び行政が協働で取り組んでい 

るごみの減量化と資源化を推進する「ごみダイエットプロ 

ジェクト」に取り組みました。 

令和４年度は、３ヵ月ごとに重点課題を設けて年間を通し 

て取り組んだ結果、前年度比３０５トンの可燃ごみを削減す 

ることができました。 

実施した取組としては、出前講座の実施、清掃センターへ 

ごみの搬入に訪れた市民、事業者に対して啓発チラシの配布、 

広報紙・ホームページやラジオエフ等による周知を行いま 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第５８回清掃運動） 
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本章では、市による環境への取組について令和４年度における進捗状況の把握及び評価

を行います。 

 

■数値目標の進捗状況の把握及び評価の方法■ 

 基本目標の項目ごとの数値目標を基に行います。 

 実績値（令和４年度）と目標値（令和７年度）から進捗状況の把握及び評価を行います。 

 

 ①進捗率 

   令和４年度の実績値を進捗率に換算します。 

   現状値（令和元年度）を０パーセント、目標値（令和７年度）を１００パーセントの進捗率と 

  します。令和４年度の進捗率は、５０パーセントを基準とした、±１０パーセントを標準とし 

  ます。 

 

 ②進捗度評価 

   進捗度評価は、下記に示すとおり進捗率５０パーセントの前後１０パーセントの範囲（４０ 

  パーセント以上６０パーセント以下）を「標準」とします。４０パーセント以上１００パーセ 

  ント未満までを「順調」、１００パーセント以上を「達成」とます。「標準」まで達していな 

  い（４０パーセント未満）を「要改善」とします。以上の３段階で評価します。 

 

■進捗率（％）と進捗度評価 

        0％      ４０％ ５０％ ６０％      100％ 

  

          要改善                 順調         達成 

                              

 

 

 

■評価の内容 

 

 

 

 

 

 

第２章 実現に向けた取組の展開 

目標を達成し、

今後は、維持、進

展が必要。 

標準 

４０％以上 

６０％以下 
 

 

目標達成に向

け、強化・見直

しが必要。 

 

 

  

順調に成果もみ

られ、継続・進展

が必要。 
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■数値目標グラフの見方■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各課の市民・事業者との取組（協働）及び取組に対する自己評価基準■ 

下記を基準として、市民（市民団体）、事業者との協働による取組についてと、施策項目の実施内

容に対する担当課の自己評価を行っています。 

 

【協働の判断】 

 

 

 

  ◇：市民（市民団体を含む）または事業者の取組（協働の有無） 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市

民 

事
業
者 

取組内容 市と市民団体、事業者と実施した内容 ◇ ◇ ◎ 部署名 

 

【自己評価の区分】 

  ◎：目標達成、実施状況や取組内容が十分な状況 

  ○：目標または実施状況や取組内容が順調な状況 

  △：実施状況も取組内容も改善が必要な状況 

  ☓：未実施 

市と市民（市民団体）、

事業者との協働によ

る取組について表記。 

施策項目の実施内容に

ついて、担当課による自

己評価を表記。 

目標値 

現状値 

実績値 
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■基本目標と数値目標一覧表■ 

目指すべき環境像を実現するため、「脱炭素社会」、「自然環境」、「生活環境」、「循環型社会」、「環

境教育」の五つの分野ごとに環境の基本目標が設定されています。 

 

基本目標１ 脱炭素社会 

地球環境問題は、私たちの日常生活や事業活動から生じる環境負荷が地球環境に様々な影響を及 

ぼしています。このため、「地球温暖化対策を推進する」、「ゼロカーボンシティを推進する」、「省エ

ネルギーの取組を徹底する」、「エネルギーの有効利用と地産地消を推進する」を施策項目として積

極的に取り組み、脱炭素社会を目指します。 

 

基本目標２ 自然環境 

富士山をはじめとする森林や農地、豊かな水資源などの自然環境は、私たちの生活に潤いとやす

らぎを与えてくれるだけでなく、いきものや植物を育む貴重な資源です。このため、「いきものや植

物との共生を図る」、「身近な自然とふれあう」、「森林や農地を保全する」、「湧水を保全する」を施

策項目として豊かな自然環境を守り、次世代に引き継ぐことを目指します。 

 

基本目標３ 生活環境 

快適な生活を送るためには、きれいな水や空気などの環境保全をすることや日常生活や事業活動

での環境負荷を低減し、環境汚染などを未然に防ぐことが必要です。このため、「まちをきれいにす

る」、「公害の発生を未然に防ぐ」、「河川や水を保全する」を施策項目として、環境負荷の少ない生

活を心掛けるとともに、安全・安心な生活環境の保全を目指します。 

 

基本目標４ 循環型社会 

日常生活や事業活動でのごみ処理問題は、正しく分別し再資源化することにより環境負荷の低減

につながります。このため、「ごみの排出量を抑制する」、「ごみの資源化を推進する」、「ごみの適正

な処理をする」を施策項目として、ごみの減量化や資源を大切にする循環型社会を目指します。 

 

基本目標５ 環境教育 

環境について知ることや学ぶことは、自ら環境に配慮する行動や取組を積極的に実践することに

つながります。このため、「環境について学び話し合う」、「協働による環境活動を展開する」、「環境

の情報を発信する」を施策項目として、市民や事業者、地域、市民団体などの協働により環境活動

への取組を目指します。 
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数値目標一覧表 

実現に向けた取組の方向性をわかりやすく示すため数値目標を設定しています。 

基
本
目
標 

項   目 
現状値 

(令和元年度) 

目標値 

(令和７年度) 

（2025 年度） 

脱
炭
素
社
会 

市域の温室効果ガスを減らします。 

（国の地球温暖化対策計画に合わせ基準年度を平成２５（２０１３）年度と設定する） 

－10.7％ 

(平成 25 年度) 
－32.0％ 

宮バス・宮タクの利用を促進します。 

宮バス 

宮タク 

 

6.20 人/１便 

1.57 人/１便 

 

7.00 人/１便 

2.00 人/１便 

乗用車数に占める電気自動車等の割合を増やします。 18.9％ 31.0％ 

環境マネジメントシステムを導入し、地球温暖化対策に取り組

む事業者を増やします。 
76 事業者 91 事業者 

再生可能エネルギーの導入を増やします。 215,790 千 kWh 252,330 千 kWh 

自
然
環
境 

野生鳥獣による農作物の被害金額を減らします。 765 万円 630 万円 

自生種の植樹を進めます。 28.8ha 35.1ha 

森林の間伐実施面積を維持します。 4,271ha 6,026ha 

伐採地への広葉樹の植樹を進めます。 28.8ha 35.1ha 

自然や緑・水に関する活動への関心を高めます。 

（緑化団体数） 
109 団体 112 団体 

生
活
環
境 

主要地点の水質、大気等の環境基準の適合箇所を維持します。 95.5％ 95.5％ 

下水道の整備を進めます。 1,494ha 1,555ha 

下水道を使用する人を増やします。（水洗化率） 88.7% 89.0% 

下水道区域内の河川の水質を良くします。（BOD濃度）  

神田川（南神田川橋） 

  弓沢川（源道寺小橋） 

  潤井川（くすの木橋） 

 

0.9mg/L 

1.3mg/L 

1.3mg/L 

 

0.5mg/L 

1.2mg/L 

0.7mg/L 

下水道区域外の河川の水質を良くします。（BOD濃度）  

芝川（横手沢橋） 

  潤井川上流（狩宿橋） 

  芝川（めんどり橋） 

 

0.8mg/L 

1.0mg/L 

0.８mg/L 

 

0.8mg/L 

1.0mg/L 

0.5mg/L 

清掃運動の参加者を増やします。（参加率） 25.6％ 27.7％ 

河川愛護活動に参加する人を増やします。 2,703 人 3,000 人 

市街地の治水対策を進めます。 

（公共下水道（雨水）認可区域内整備率） 
30.8％ 34.4％ 

循
環
型
社
会 

１人 1 日当たりのごみ総排出量を減らします。 

（うち家庭系ごみ排出量） 

914ｇ 

（617ｇ） 

868ｇ 

（585ｇ） 

ごみのリサイクルを進めます。 21.3％ 26.2％ 

畜産堆肥の利用量を増やします。 639ｔ 1,350ｔ 

環
境
教
育 

環境に関するイベントや講座への参加者を増やします。 3,881 人 3,900 人 

※第５次富士宮市総合計画の現状値・目標値を適用。 

※基本目標の脱炭素社会の項目中、「市域の温室効果ガスを減らします」については、平成 25 年度の温室効果

ガス排出量を基準年度として、削減目標を設定しています。 
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基本目標１ 脱炭素社会   

★地球環境を守るため地球温暖化対策やエネルギー対策を推進します 

それぞれの取組施策に対し、施策項目、実施内容、協働の判断、自己評価、担当部署を記載しま

す。 

 

取組施策  

【１】地球温暖化対策を推進する 

【２】ゼロカーボンシティを推進する 

【３】省エネルギーの取組を徹底する 

【４】エネルギーの有効利用と地産地消を推進する  

 

 

■数値目標■ 

項   目 単位 
現状値 

（R 元年度） 

実績値 

（Ｒ４年度） 

目標値 

（R７年度） 

進捗度 

評 価 
担当部署 

1 
市域の温室効果ガスを減ら

します。 

％ 

（千 t-CO２） 

-10.7 

（1456.3） 

-13.9 

（1268.4） 
-32.0 

 
環境エネルギー室 

2 

宮バス・宮タクの利用を促進

します。 

①宮バス 

人/1 便 6.20 4.66 7.00 
 

交通対策室 

②宮タク 人/1 便 1.57 1.56 2.00 
 

交通対策室 

３ 

乗用車数に占める電気自動

車等の割合を増やします。 

（電気自動車、プラグインハイブ

リッド車、ハイブリッド車） 

％ 18.9 20.8 31.0 
 

環境エネルギー室 

４ 

環境マネジメントシステム

を導入し、地球温暖化対策に

取り組む事業者を増やしま

す。 

事業所 76 75 91 
 

環境エネルギー室 

５ 
再生可能エネルギーの導入

を増やします。 千 kW h 215,790 238,105 252,330 
 

環境エネルギー室 

※「市域の温室効果ガスを減らします」の基準年度は平成２５（2013）年度としています。 
令和 4 年度の実績値は、温室効果ガス排出量算定業務委託により算定した令和元（2019）
年度）の温室効果ガス排出量です。 

 

■評価 

 

 

 

 

 

目標達成に向

け、強化・見直

しが必要 
       

順調に成果もみ

られ、継続・進展

が必要 

要改善  順調  達成 
目標を達成し、

今後は、維持、進

展が必要 
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（地球にやさしい学校活動） 
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脱炭素社会 市の施策の実施状況 

【１】地球温暖化防止対策を進める 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

地球温暖化対策実行計画（区域

施策編・事務事業編）を推進し

ます。 

環境白書に温室効果ガス排出状況等について

掲載しました。 

（区域施策編）市域の温室効果ガス排出量算

定結果と地球温暖化対策として取り組んだ実

施内容を掲載しました。 

（事務事業編）市の事務事業から排出される

温室効果ガス排出量について掲載しました。 

  ○ 
環 境 

エネルギー室 

地球温暖化対策を進めるため、

ふじのみや地球温暖化対策地域

協議会の活動を支援します。 

地球温暖化防止啓発普及事業を委託し、イベ

ント開催やエコキャップ回収など地球温暖化

防止に関する普及啓発活動を実施しました。 

◇ ◇ △ 
環 境 

エネルギー室 

電動車導入やエコドライブの普

及啓発を行います。 

公用車の運用にあたり、エコドライブの普及

啓発を推進しました。 
 ◇ ○ 契約管理課 

エコ通勤実施時の啓発チラシにより市職員に

エコドライブの周知啓発を行いました。 
◇ ◇ ○ 

環 境 

エネルギー室 

公共交通機関と連携して身近で

利用しやすい公共交通を目指し

ます。 

バス事業者やタクシー事業者などと協議し

て、宮タクの北部エリアと内房エリアの改善

に取り組みました。 

◇ ◇ ○ 交通対策室 

市職員に対してエコ通勤を実施

します。 

1 年間を通じて全職員を対象にエコ通勤を実

施しました。 

令和３年度参加人数 1,351人 

令和４年度参加人数 1,370人 

  △ 
環 境 

エネルギー室 

環境負荷の少ない製品等を購入

します。 

物品単価表にグリーン商品等、エコ欄を設け

表示しました。また、契約品以外の物品につ

いても環境負荷の少ない物品について、積極

的な購入を推進しました。 

 ◇ ○ 契約管理課 

公共施設へのカーボンニュートラルＬＰＧの

導入について検討しました。 
 ◇ ○ 

環 境 

エネルギー室 

家庭ごみの収集は、効率のよい

回収ルートの設定や、低公害車

への転換を働きかけます。 

収集・運搬の効率化及び自動車燃料の使用に

よる温室効果ガス排出量の削減に向け、より

効率的な収集ルートを選択し、環境負荷を減

らすように努めました。 

令和３年走行距離：435,511km 

令和４年走行距離：427,549km 

 ◇ ○ 生活環境課 

森林整備を推進します。 
健全な森林整備を推進し 184haの間伐を行

いました。 
◇ ◇ ○ 農業政策課 

フロン類の適正な管理や処理を

します。 

フロン類を使用した機器の管理については、関

係課において簡易点検の手引に基づき、フロン

類の漏えい時の措置、点検・整備の記録作成、

機器の廃棄等、適正に処理をしました。 

◇  △ 
環 境 

エネルギー室 
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ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ（クー

ルチョイス）の普及啓発を行い

ます。 

脱炭素社会を啓発するため、クールチョイスの

ロゴ入りポロシャツ、ジャケットを斡旋し、地

球温暖防止の啓発に努めました。 

  ○ 
環 境 

エネルギー室 

富士宮市自転車活用推進計画に

基づき、自転車の活用を推進し

ます。 

計画の３つの柱「健康づくりの推進」「サイク

ルツーリズムの推進」「安全安心な環境づく

り」に基づき、各担当課において自転車に関す

る取組を実施しました。 

◇ ◇ ○ 企 画 戦 略 課 

 

【２】ゼロカーボンシティを推進する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

市民、事業者とともに、ゼロカ

ーボンシティの実現に取り組む

機運の醸成を図ります。 

市民、事業者、行政が一体となって、ゼロカ

ーボンシティの実現に向けて「オール富士

宮」で取り組む機運醸成を図るため、ゼロカ

ーボンシティ「オール富士宮」フェアを実施

しました。 

◇ ◇ ○ 
環 境 

エネルギー室 

富士宮市ゼロカーボン推進戦略

を推進します。 

ゼロカーボン推進戦略の進捗管理を行うた

め、ゼロカーボン推進戦略行動リストを作成

しました。 

◇ ◇ 〇 
環 境 

エネルギー室 

電動車導入やエコドライブの普

及啓発を行います。（再掲） 

公用車の運用にあたり、エコドライブの普及

啓発を推進しました。 
 ◇ ○ 契約管理課 

エコ通勤実施時の啓発チラシにより市職員に

エコドライブの周知啓発を行いました。 
◇ ◇ ○ 

環 境 

エネルギー室 

省エネ対策による脱炭素化を促

進します。 

富士宮市環境管理マニュアルに基づく環境マ

ネジメントシステムにより、環境活動を実施

することで市の事務事業における省エネルギ

ーへの取組を進めました。 

◇ ◇ 〇 
環 境 

エネルギー室 

地域資源を活用した再生可能エ

ネルギー等の利活用や持続可能

な事業の創出を支援します。 

創エネ・蓄エネ機器設置費等補助事業によ

り、市民、事業者の再生可能エネルギーの導

入を支援しました。 

◇ ◇ 〇 
環 境 

エネルギー室 

地域循環共生圏づくりとエネル

ギーの地産地消を推進します。 

富士宮市地域循環共生圏推進協議会の部会に

おいて、地域資源を活用した発電事業の立ち

上げがありました。 

 ◇ 〇 
環 境 

エネルギー室 

ゼロカーボン・ドライブの普及

啓発を行います。 

ゼロカーボンアクション 30のチラシの配布

により、ゼロカーボン・ドライブの普及啓発

を行いました。 

◇ ◇ 〇 
環 境 

エネルギー室 

富士宮市自転車活用推進計画に

基づき、自転車の活用を推進し

ます。（再掲） 

計画の３つの柱「健康づくりの推進」「サイク

ルツーリズムの推進」「安全安心な環境づく

り」に基づき、各担当課において自転車に関す

る取組を実施しました。 

◇ ◇ ○ 企 画 戦 略 課 
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【３】省エネルギーの取組を徹底する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

小・中学校で、「地球にやさしい

学校活動」の取組を進めます。 

市立小・中学校の児童・生徒が、電気、水な

どの節約、ごみの削減、古紙・牛乳パック・

アルミ缶などのリサイクル活動、地域の環境

美化などの活動を実施し、取組を行った全校

に継続認定書を交付しました。また、活動内

容を取りまとめた冊子を作成し、学校へ配布

しました。 

  ◎ 
環 境 

エネルギー室 

事業者が環境マネジメントシス

テムを導入するための支援をし

ます。 

環境マネジメントシステム（エコアクション

２１）の勉強会を実施し、１事業所が参加し

ました。 

 ◇ 〇 
環 境 

エネルギー室 

ＳＤＧｓの考え方を踏まえた環

境マネジメントシステムによる

取組を進め、環境負荷の低減を

図ります。 

富士宮市環境管理マニュアルに基づく環境マ

ネジメントシステムにより、環境活動を実施

することで市の事務事業における省エネルギ

ーへの取り組みを進めました。 

  ○ 
環 境 

エネルギー室 

建築物への省エネルギー対策を

推進します。 

建築相談の際、省エネルギー対策の必要性を

説明し、周知を図りました。 
◇  ○ 建築住宅課 

地球温暖化対策の一環として、市役所庁舎の

電灯を退庁時間に合わせて一斉消灯する「ラ

イトダウン」を実施し、市の事務事業におけ

る省エネルギー対策を推進しました。 

  ○ 
環 境 

エネルギー室 

公共施設など設備の新設や機器

の更新時には、高効率機器や省

エネルギー機器を導入します。 

施設の建設や設備機器更新の際、高効率機器

や省エネ機器の導入に努めました。 
 ◇ ○ 公共建築課 

省エネルギー機器の導入を推進しました。   ○ 
環 境 

エネルギー室 

企業が環境に配慮した設備を更

新・導入する際は、補助制度な

どの情報を提供します。 

環境に配慮した設備の導入に対する補助制度

の情報を提供しました。 
  ○ 商工振興課 

電動車導入やエコドライブの普

及啓発を行います。（再掲） 

公用車の運用にあたり、エコドライブの普及

啓発を推進しました。 
 ◇ ○ 契約管理課 

エコ通勤実施時の啓発チラシにより市職員に

エコドライブの周知啓発を行いました。 
◇ ◇ ○ 

環 境 

エネルギー室 

スマートコミュニティなどの導

入を促進します。 

環境新聞など、スマートコミュニティについ

て情報収集を行いました 
  △ 

環 境 

エネルギー室 

環境負荷の少ない服装を推奨し

ます。 

脱炭素社会を啓発するため、クールチョイス

のロゴ入りポロシャツ、ジャケットを斡旋

し、地球温暖化防止の啓発に努めました。 

  ○ 
環 境 

エネルギー室 
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環境負荷の少ない服装を推奨し

ます。 

夏の節電対策に合わせ、全職員を対象に 5 月

1 日から１０月３１日まで「クールビズ」を

実施し、上着やネクタイを着用しない軽装を

推奨しました。 

  ○ 人事課 

 

【４】エネルギーの有効利用と地産地消を推進する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

再生可能エネルギーの導入支援

により普及促進を図ります。 

市民及び市内事業者の創エネ・蓄エネ機器等

の設置について、補助金交付を行いました。 

申請件数 市民：277 件 事業者：6 件 

（第 5 章資料編に詳細） 

  ○ 
環 境 

エネルギー室 

事業者の再生可能エネルギー等

の導入を支援します。 

太陽光発電設備設置について、申請者の相談

窓口として手続きなどの支援を行いました。 
 ◇ ○ 

環 境 

エネルギー室 

公共施設への再生可能エネルギ

ー等の導入を推進します。 

環境マネジメントシステム（管理者研修）に

おいて、公共施設への太陽光発電設備などの

設置について周知しました。 

公共施設への太陽光発電設備等の導入を推進

するため、導入可能性調査を実施するととも

に、PPAモデルの活用について検討しまし

た。 

  △ 
環 境 

エネルギー室 

エネルギーを有効利用するため

蓄電池などの導入を支援しま

す。 

市民及び市内事業者のリチウムイオン蓄電池

の設置について、補助金交付を行いました。 

申請件数 市民：145 件 事業者：1 件 

（第 5 章資料編に詳細） 

◇  ○ 
環 境 

エネルギー室 

バイオマスエネルギーの利活用

について調査・研究を行います。 

富士開拓農協等と共同で実施した環境調和型

バイオマス資源活用事業で得た実証プラント

の再稼働について、事業化できるか検討しま

した。 

 ◇ 〇 農 業 政 策 課 

小水力発電について調査・研究

し導入を支援します。 

小水力発電所の相談窓口として事業者の手続

き等の支援を行いました。 
◇ ◇ ○ 

環 境 

エネルギー室 

再生可能エネルギー事業と自然

環境や景観との調和を図るよう

適正な誘導に努めます。 

富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー

発電設備設置事業との調和に関する条例に基

づき、抑制区域内の大規模な太陽光発電設備

の抑止について適正な説明に努めました。 

また、月１回パトロールを実施しました。 

  ◎ 
環 境 

エネルギー室 

自立分散型エネルギーシステム

の構築を推進します。 

自立分散型エネルギーシステムについて情報

収集を行いました。 
  △ 

環 境 

エネルギー室 

地域循環共生圏づくりとエネル

ギーの地産地消を推進します。

（再掲） 

富士宮市地域循環共生圏推進協議会の部会に

おいて、地域資源を活用した発電事業の立ち

上げがありました。 

 ◇ 〇 
環 境 

エネルギー室 
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基本目標２ 自然環境   

 

★富士山とともに豊かな自然を守り環境保全を推進し、自然共生社会の実

現を目指します 

それぞれの取組施策に対し、施策項目、実施内容、協働の判断、自己評価、担当部署を記載しま

す。 

 

取組施策  

【１】いきものや植物との共生を図る 

【２】身近な自然とふれあう 

【３】森林や農地を保全する 

【４】湧水を保全する 

 

■数値目標■ 

 

■評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 単位 
現状値 

（R 元年度） 

実績値 

（R4 年度） 

目標値 

（R７年度） 

進捗度 

評 価 
担当部署 

１ 
野生鳥獣による農作物の被害金額を

減らします。 
万円 765 505 630 

 
農業政策課 

２ 自生種の植樹を進めます。 ha 28.8 31.4 35.1 
 

花と緑と水の課 

３ 森林の間伐実施面積を増やします。 ha 4,271 4,806 6,026 
 

農業政策課 

４ 
伐採地への広葉樹の植樹を進めま

す。 
ha 28.8 31.4 35.1  

花と緑と水の課 

５ 
自然や緑・水に関する活動への関心

を高めます。（緑化団体数） 
団体 109 109 112 

 
花と緑と水の課 

目標達成に向

け、強化・見直

しが必要 
       

順調に成果もみ

られ、継続・進展

が必要 

要改善  順調  達成 
目標を達成し、

今後は、維持、進

展が必要 
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自然環境 市の施策の実施状況 

【１】いきものや植物との共生を図る 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

自然環境を把握するため、有識

者などと協力し自然調査を継続

します。 

富士宮市市域自然調査研究会に委託し、市域

の動植物、地質、気象についての調査を継続

して実施しました。 

◇  ○ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

自然環境の状況を把握し、自然

監視員の協力を得て定期的にパ

トロールを行います。 

自然環境の状況を把握するため、自然監視員

26 名によるパトロールを毎月実施しまし

た。 

◇  ○ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

      

350

500

650

800

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

万
円

1.野生鳥獣による農作物の被害金額

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

ha

2.自生種の植樹

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

ha

3.森林間伐実施面積

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

ha

4.広葉樹の植樹面積

100

105

110

115

120

125

130

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

団
体

5.緑化団体数



55 

 

生物多様性保全対策を推進し、

希少野生動植物の保全に努めま

す。 

富士宮市での生物多様性地域戦略策定を見据

え、民間団体と勉強会を行いました。 
◇  ○ 

花 と 緑 と 

水 の 課 

特定希少野生動植物やホタルの

保護活動を行う団体を支援しま

す。 

特定希少野生動植物の保護活動をしている 2

団体に活動費の助成を行いました。 
◇  ○ 

花 と 緑 と 

水 の 課 

ホタルの保護・育成をとおした自然環境保全 

活動を行う５団体に奨励金を交付しました。 
◇  ○ 観 光 課 

登山客に対して自然環境や登山

などに関する指導やＰＲを行い

ます。 

7 月１０日から 9 月１０日までの富士山開山

期間中に富士宮口五合目に登山ナビゲーター

を配備し、安全登山や環境保全について指導

しました。 

◇  ◎ 観 光 課 

特定外来生物が生態系に与える

影響について啓発を行います。 

市内で目撃のあった特定外来生物のチラシを作

成し、啓発を行いました。 
◇  ○ 

花 と 緑 と 

水 の 課 

 

【２】身近な自然とふれあう 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

有識者や市民団体と連携して自

然観察会や自然保護活動を実施

します。 

有識者の協力を得て、富士山まなびの森と天

神山自然観察の森で自然観察会を実施しまし

た。 

◇  ○ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

坪庭や親水公園などの活用を進

めます。 

「富士宮湧水・坪庭マップ（平成２５年８月

作成）」を随時更新しながら、ホームページ

などを通じて啓発・広報を行いました。 

◇  △ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

富士山や朝霧高原、田貫湖など

の自然を生かしたエコツーリズ

ムを推進します。 

タクシーや自転車での朝霧高原エリアなどの

ツアー情報等について、国内外に向けてＰＲ

をしました。 

◇  ○ 観 光 課 

 

【３】森林や農地を保全する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

富士山在来の樹木の種子から苗

を育て、植樹などを通じて自然

林の再生を進めます。 

富士山自生種（広葉樹）から種子を採取し、

播種（種まき）と育苗を 1,000 本行いまし

た。育った苗木は、自然保全団体と協力し、

富士山麓へ植樹を行いました。 

  〇 
花 と 緑 と 

水 の 課 

市有林は、森林認証を受け地域

の森林の模範となるよう、環境

に配慮した健全な森林の育成を

進めます。 

近隣市と林業事業者で森林認証をグループ取

得しました。また、市有林経営計画の認定に

沿って適正な管理・育成を実施しました。 

 ◇ ○ 農業政策課 

 
 

 
    

      



56 

 

森林の管理育成を進めるため、

自然環境への影響に配慮し林道

の整備を行います。 

県営事業の林道天子ヶ岳線開設工事や市単独

林道事業の工事において自然環境負荷の少な

い工法や自然植生を利用した工事施行を行い

ました。 

  △ 農業政策課 

森林整備を推進します。（再掲） 
健全な森林整備を推進し 184ｈａの間伐を

行いました。 
◇ ◇ ○ 農業政策課 

間伐などの森林に関する支援を

行います。 

国や県や市の補助事業の活用を支援しまし

た。 
 ◇ ○ 農業政策課 

水資源かん養を目的に広葉樹林

への転換拡大を進めます。 

自然保全団体と協力し、富士山麓へ自生種の

広葉樹の苗木を植樹しました。 
◇  〇 

花 と 緑 と 

水 の 課 

河川の利水・治水機能と自然保

護の両立を図りながら、必要に

応じて河川工事を実施します。 

治水と自然保護の両立を図りながら施工を行

う必要のある工事箇所がありませんでした。 
  △ 河 川 課 

保存樹・保存樹林の保全に努め

るとともに、新たな指定も検討

します。 

保存樹 41 本、保存樹林 1９か所について、

所有者等の協力のもと、周辺住民の理解を得

ながら指定を継続しています。 

◇  ○ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

富士山富士宮口五合目へのマイ

カー規制を、関係機関と協力し

て進めます。 

７月１０日から９月１０日まで富士山スカイ

ライン登山区間において、マイカー規制を実

施しました。 

◇  ◎ 観 光 課 

富士山の美化を進め、ボランテ

ィアによる富士山の登山道や観

光地の清掃を進めます。 

富士山の開山期間中に、富士山クリーン月間

としてボランティア清掃の支援を実施しまし

た。 

  ◎ 観 光 課 

富士山の自然と環境を守る会を

通じて周辺自治体と連携し、富

士山の自然環境保全に取り組み

ます。 

富士市・御殿場市・裾野市・小山町と連携

し、富士山憲章推進等の活動への参画を行い

ました。 

◇  ○ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

富士箱根伊豆国立公園区域内で

は、国、県などと協力して車両

乗り入れ防止パトロールなど自

然環境の保全に向けた取組を推

進します。 

富士山自然環境保全連絡会議により、オフロ

ード車等の乗り入れ状況に関する情報を収集

しました。 

  〇 
花 と 緑 と 

水 の 課 

富士地域材の利用を促進し、森

林環境の保全に努めます。 

富士地域材を利用して新築木造住宅取得者を

対象として補助事業を実施しました。さら

に、森林認証制度で認証された木材の利用拡

大にも努めました。 

  ○ 農業政策課 

公共施設整備の際は、富士ヒノ

キなどの地場産木材の活用に配

慮します。 

公共事業で使用される資材調達において、富

士地域材の利用の促進啓発に努めました。 
  ○ 農業政策課 

市民農園などの利活用の促進や

農業体験学習を実施します。 

市民農園を市のホームページに掲載し、利用

促進を行いました。また、定年帰農集団「新

鮮組」と協力し、農業学習体験講座を 6 回実

施しました。 

◇  ○ 農業政策課 
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減農薬・減化学肥料等、環境に

やさしい農業を推進します。 

有機農業を行う 3 団体に対して助成を行いま

した。 
◇  ○ 農業政策課 

農林産物の被害防止のため、猟

友会及び関係団体や国・県と連

携して有害鳥獣対策に取り組み

ます。 

有害鳥獣被害対策事業として有害鳥獣被害対

策実施隊や猟友会と有害鳥獣捕獲を行いまし

た。 

◇  ○ 農業政策課 

遊休農地では景観作物の栽培や

草刈りの実施などを奨励し、農

地景観の維持・形成を図ります。 

多面的機能支払交付金事業において、市内 4

地区の集落による農地や農道、水路の維持、

草刈、草花植栽、景観作物作付けなどを支援

しました。 

◇  ○ 農業政策課 

耕作放棄地を再生し、農地とし

ての利用を図ります。 

荒廃農地再生・集積促進事業において、５農

家に対し補助金を交付しました。 
  ○ 農業政策課 

 

【４】湧水を保全する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

保存湧水池の保全に努めるとと

もに、新たな指定も検討します。 

保存湧水池 16 か所について、所有者等の協

力のもと、周辺住民の理解を得ながら指定を

継続しました。 

◇  ○ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

水源保全監視員と協力して、定

期的に湧水池の水温や水量など

を監視します。 

水源保全監視員 4 名が、月 1回、定期的に

湧水池 23 か所の水量・水温等の監視を行い

ました。 

◇  ○ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

地下水の保全を図るため、県・

市条例に沿って地下水の適正利

用を進めます。 

静岡県地下水の採取に関する条例及び富士宮

市自然環境の保全及び育成に関する条例に基

づき、地下水の適正利用を進めました。 

  ○ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

県が行う、地下水の水質汚濁に

係る環境基準についての調査に

協力します。 

地下水、湧水等の採水地区の選択、日程調

整、採水に随行するなど協力しました。 
  ○ 生活環境課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（富士宮湧水・坪庭マップ） 
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目標３ 生活環境   

★生活環境の保全を図り、安全で快適な環境への取組を推進します 

それぞれの取組施策に対し、施策項目、実施内容、協働の判断、自己評価、担当部署を記載しま

す。 

 

取組施策  

【１】まちをきれいにする 

【２】公害の発生を未然に防ぐ 

【３】河川や水を保全する 

 

■数値目標■ 

項   目 単位 
現状値 

（R 元年度） 

実績値 

（R４年度） 

目標値 

（R７年度） 

進捗度 

評 価 
担当部署 

１ 
主要地点の水質、大気等の環境

基準の適合箇所を維持します。 ％ 95.5 90.9 95.5 
 

生活環境課 

２ 下水道の整備を進めます。 ha 1,494 1,507 1,555 
 

下水道課 

３ 
下水道を使用する人を増やしま

す。（水洗化率） 
% 88.7 88.7 89.0 

 
下水道課 

４ 

下水道区域内の河川の水質を良

くします。（BOD濃度）  

① 神田川（南神田川橋） 

mg/L 0.9 0.6 0.5 
 

生活環境課

下水道課 ② 弓沢川（源道寺小橋） mg/L 1.3 1.1 1.2 
 

③ 潤井川（くすの木橋） mg/L 1.3 0.8 0.7 
 

５ 

下水道区域外の河川の水質を良

くします。（BOD濃度）  

① 芝川（横手沢橋） 

mg/L 0.8 0.8 0.8 
 

生活環境課

下水道課 ② 潤井川上流（狩宿橋） mg/L 1.0 1.0 1.0 
 

③ 芝川（めんどり橋） mg/L 0.8 0.7 0.5 
 

６ 
清掃運動の参加者を増やしま

す。（参加率） 
％ 25.6 25.6 27.7 

 
生活環境課 

７ 
河川愛護活動に参加する人を増

やします。 
人 2,703 2,736 3,000 

 
河川課 

８ 

市街地の治水対策を進めます。 

（公共下水道（雨水）認可区域内

整備率） 

％ 30.8 31.1 34.4 
 

下水道課 

■評価 

 

 

目標達成に向

け、強化・見直

しが必要 
       

順調に成果もみ

られ、継続・進展

が必要 

 要改善  順調  達成 
目標を達成し、

今後は、維持、進

展が必要 
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生活環境 市の施策の実施状況 

【１】まちをきれいにする 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

環境美化活動を推進するため、

住宅地周辺や用水路などの一斉

清掃を実施します。 

第５８回清掃運動を実施しました。市民の参

加は、12４区で 33,204 人、職員の参加

は、113 人でした。 

回収量は、土砂 51.06 トン、可燃・不燃ご

みなど 9.37 トン、計 60.43トンでした。

（実施期間４月１6 日から２0 日まで） 

◇  ○ 生活環境課 

地域内の環境美化を図るため、

環境衛生自治推進協会と協力し

てごみ一掃作戦を実施します。 

第４３回ごみ一掃作戦を実施しました。参加

状況は、125 区（28,246 人）が参加し、

搬入車両 79 台で回収したごみの量は、可燃

物 4.84 トン、不燃物 3.13トンの計 7.97

トンでした。（環境衛生自治推進協会から各

世帯へごみ袋を 37,980 枚配布） 

事業者・団体に協力を呼びかけ、４事業者の

参加がありました。 

◇ ◇ ◎ 環境企画課 

沿道への植栽、花壇作りなどの

活動に対して、苗の提供などを

支援します。 

「第３２回花壇づくりコンクール」の開催や

「美しい花いっぱいの町づくり市民活動補助

金」による支援等を行い、花いっぱいのまち

づくりを推進しました。 

◇ ◇ ◎ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

mg/L

５－③芝川（めんどり橋BOD濃度）
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

％

6.清掃運動参加率

※令和２年度未実施 
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人

7.河川愛護活動参加者数

26

29

32

35

38

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

％

8.治水対策整備率
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公園などの公共施設の花壇の植

え付けや管理を、市民と協働で

行うなどの市民活動を推進しま

す。 

「富士宮花の会」、「芝川花そう会」などの市

民活動団体や「各小中学校」が主体となっ

て、道路・公民館・学校等の公共用地花壇の

手入れ・管理を持続的に行っています。 

◇  ◎ 
花 と 緑 と 

水 の 課 

防災対策及び緑化推進を目的と

して生垣を設置する住宅などに

対して補助を行います。 

ブロック塀等の安全確保事業費補助金ととも

にチラシやホームページで募集を行い、生垣

設置事業において、2 件（12 万 7,000 円）

を交付しました。 

◇  ○ 建築住宅課 

花、水、人の文化を生かしたイ

ベントを開催します。 

「水の日記念事業」及び「第５６回緑化祭花

木市」を実施しました。 
◇ ◇ ◎ 

花 と 緑 と 

水 の 課 

地域に住む人が利用する道路

は、利用者主体の維持管理を進

めます。 

国道においてはボランティアサポートプログ

ラムを活用して、市内にある国道 139 号周

辺の清掃を行いました 

◇  ◎ 道 路 課 

市道沿線の草刈り・樹木の剪定

などを実施します。 

幹線市道沿線の草刈り（8５路線）及び樹木

等の剪定（２６路線）を実施しました。 
  ◎ 道 路 課 

富士宮駅周辺は、交通事業者と

協力して清掃活動を行い、清潔

な状態を保ちます。 

駅南及び駅北バスターミナルの清掃を実施し

ました。 

また、市職員並びにバス及びタクシー事業者

と協力し、周辺の日常的なごみ拾いを実施し

ました。 

 ◇ 〇 都市整備課 

観光客にごみの分別収集や清潔

なトイレの利用を呼びかけま

す。 

富士登山安全啓発チラシ等を配布し、トイレ

の利用マナーを啓発しました。 
◇ ◇ ◎ 観 光 課 

不法投棄の防止に向けた看板の

配布や、パトロールを定期的に

実施し早期発見に努めます。 

ごみ不法投棄禁止看板を 100 枚作製し、市

民に配布、設置してもらうことで、不法投棄

の防止に努めました。また、毎週 1 回、18

人のパトロール隊員が６班（6 地区）に分か

れてパトロールを実施し、不法投棄の早期発

見に努めました。 

実施回数 4２回 不法投棄発見件数 ８２件 

◇  ○ 生活環境課 

不法投棄された廃棄物は、排出

者に適正な処理を指導します。

排出者が不明の場合には、土地

所有者に対して適正な処理を指

導します。 

市民からの通報や環境美化推進委員からの報

告、富士山麓環境パトロールの際に発見され

た不法投棄物は、投棄者が分かった場合、分

からなかった場合、それぞれ適正に対応し処

理しました。 

不法投棄処理量 4,610 ㎏ 

  ○ 生活環境課 
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【２】公害の発生を未然に防ぐ 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

環境測定を定期的に実施し、公

害の未然防止と早期発見に努め

ます。 

大気測定局 3 局、道路騒音 4か所、道路振

動５か所、河川 36 か所、井戸水 5 か所、

湧水 10 か所、工場排水延べ 6５か所、ダイ

オキシン類 2 か所で環境測定及び監視を行

いました。 

  ○ 生活環境課 

大規模な大気の固定発生源につ

いて、情報収集に努めます。 

ばい煙発生施設を設置している 6６事業場に

燃料使用量をアンケート調査し、固定発生源

の情報収集を行いました。 

  ○ 生活環境課 

工場・事業場などからの排水に

関して、関係機関と協力して適

正処理を進めます。 

静岡県と協力して水質汚濁防止法に基づき、

2６事業場に立入調査を実施しました。周辺

住民への工事・事業内容の説明及び、周辺環

境の保全について指導しました。 

  ○ 生活環境課 

土地利用や特定建設作業届出

時、事業者に指導を行います。 

周辺住民への工事・事業内容の説明及び、周

辺環境の保全について指導しました。 
  ○ 生活環境課 

土壌汚染データが検出された場

合は、事業者や県が行う現地調

査に協力します。 

土壌汚染の地域指定はありませんでした。   ○ 生活環境課 

特定粉じん排出作業の届出の受

付を行い、アスベスト飛散防止

に努めます。 

特定粉じん排出作業の届出 6件を受付し、

県に進達しました。 
  ○ 生活環境課 

関係機関に情報を提供し、アス

ベストの飛散防止に協力しま

す。 

建材のアスベスト含有に関する相談の際、検

査機関やアスベスト除去工事等に関する情報

提供を行いました。 

 ◇ ○ 建築住宅課 

関係機関等に対しアスベストの法改正につい

て会議等で説明や周知啓発を行いました。 
  ○ 生活環境課 

環境保全協定を締結し、公害防

止などに万全を期します。 

環境保全協定及び公害防止協定を 47 事業場

と締結しています。 
  ○ 生活環境課 

環境調査の結果や環境汚染問題

の状況に応じて周知、指導をし

ます。 

環境調査の結果については、環境白書にて公

表しています。令和４年度は、光化学オキシ

ダントの注意報発令及び PM2.5 の注意喚起

情報発表はありませんでした。環境問題が発

生した時には、原因調査を行い指導します。 

  ○ 生活環境課 

環境問題が発生した際は、対策

の促進、当事者間での理解など

により解決を図ります。 

公害苦情 79 件に対し、必要に応じて関係機

関と協力し、改善指導等により解決を図りま

した。 

  ○ 生活環境課 

電動車導入やエコドライブの普

及啓発を行います。（再掲） 

公用車の運用にあたり、エコドライブの普及

啓発を推進しました。 
 ◇ ○ 契約管理課 

エコ通勤実施時の啓発チラシにより市職員に

エコドライブの周知啓発を行いました。 
◇ ◇ ○ 

環 境 

エネルギー室 
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【３】河川や水を保全する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

公共下水道の認可区域では、優

先度の高い地域から計画的に整

備を進めていきます。 

生活環境の改善と公共水域の水質保全を促進

するため事業計画区域内の公共下水道の整備

を実施しました。 

  〇 下水道課 

星山浄化センターでは施設整

備、維持管理を適正に進めます。 

ストックマネジメントに基づく建物長寿命化

工事により、星山浄化センターの管理本館棟

の屋上防水および外壁塗装等を行いました。

建物を健全化させることで、施設の過度な老

朽化を防ぎ、場内設備の保全にもつながりま

した。（令和３年度実施設計業務）（令和 4 年

度工事） 

 ◇ ◎ 
生 活 排 水 

処理センター 

公共下水道の整備済み地域で

は、接続率の向上を目指して市

民へＰＲなどを行います。 

下水道供用区域における接続促進として、戸

別訪問・ポスターコンクールなどで市民にＰ

Ｒしました。 

  〇 下水道課 

合併処理浄化槽を設置する家庭

に対して補助を行います。 

生活雑排水による水質汚濁を防止するため、

合併処理浄化槽設置整備の補助を実施しまし

た。 

  ○ 下水道課 

河川清掃を市民と協力し実施し

ます。 

富士川流域河川一斉清掃等、市民と協力して

河川清掃を行ないました。 
◇  ○ 河川課 

河川愛護団体などと協力して、

河川の愛護や美化に関する活動

を支援します。 

リバーフレンドシップ制度等を通し、清掃活

動後のごみの処理等、各河川愛護団体の活動

を支援しました。 

◇  ○ 河川課 

動植物が生息・生育しやすい川

づくりに努めます。 

河川愛護活動を通し、河川清掃や河川美化啓

発活動を行うことにより、河川のごみの削減

に努めました。 

◇  ○ 河川課 

芝川に生育している川のりにつ

いて、関係機関とともに調査し

ます。 

昭和６２年度から継続して、芝川のりの分

布、生育状況調査について、9 月に延べ 16

か所の調査を行いました。 

  ○ 生活環境課 

郷土の宝物として、保護や育成、環境条件に

関する調査・研究を行いました。 
◇ ◇ 〇 

食 の ま ち 

推 進 室 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ごみ一掃作戦） 
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基本目標４ 循環型社会   

★ごみの排出抑制と資源化を推進します 

それぞれの取組施策に対し、施策項目、実施内容、自己評価、協働の判断、担当部署を記載しま

す。 

 

取組施策  

【１】ごみの排出量を抑制する 

【２】ごみの資源化を推進する 

【３】ごみの適正な処理をする 

 

 

 

■数値目標■ 

項   目 単位 
現状値 

（R 元年度） 

実績値 

（R4 年度） 

目標値 

（R7 年度） 

進捗度 

評 価 
担当部署 

１ 
１人１日当たりのごみ総排出

量を減らします。 
ｇ 914 859ｇ 868 

 
生活環境課 

２ ごみのリサイクルを進めます。 ％ 21.3 21.2％ 26.2 
 

生活環境課 

３ 
畜産堆肥の利用量を増やしま

す。 ｔ 639 1,146ｔ 1,350 
 

農業政策課 

 

■評価 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

目標達成に向

け、強化・見直

しが必要 
    

順調に成果もみ

られ、継続・進展

が必要 

 要改善  順調  達成 
目標を達成し、

今後は、維持、進

展が必要 

750
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ｇ

1.一人１日あたりのごみ総排出量
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％

2.ごみのリサイクル率
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                          （マイバッグの利用促進） 

                          

 

循環型社会 市の施策の実施状況 

【１】ごみの排出量を抑制する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

一般廃棄物処理基本計画に基づ

き、ごみの減量化・資源化を推

進します。 

一般廃棄物処理基本計画に基づき、令和３年

度実績報告を作成し、富士宮市ごみ減量化等

推進市民懇話会において数値目標の達成状況

や、施策の実施状況など計画の進捗状況につ

いて確認、評価を行うとともに、ごみの減量

化・資源化を推進しました。 

◇  ○ 生活環境課 

マイバッグの利用促進など、ご

みの減量に向けた意識啓発を行

います。 

レジ袋削減の周知やマイバッグ利用の意識啓

発を行いました。 
◇ ◇ ○ 

環 境 

エネルギー室 

ごみ減量に関する事業者の意識

啓発を進めます。 

清掃センターを利用する事業者に向けチラシ

を配布し、古紙やダンボール、衣類などの資

源化を促しました。 

◇ ◇ ○ 
清 掃 

セ ン タ ー 

食品ロスを削減し、ごみダイエ

ットプロジェクトの取組を推進

します。 

ごみダイエットプロジェクトの取組の中で、

食品ロス削減のため「生ごみの水キリ」、「食

材の使いキリ」、「食事の食べキリ」などにつ

いて周知・啓発し、清掃センターに搬入され

るごみの削減に取り組みました。 

◇ ◇ ○ 生活環境課 

海洋プラスチックごみ防止６R

県民運動を推進します。 

出前講座、環境フェアなどで周知・啓発を行

いました。 
◇ ◇ ○ 生活環境課 

 

【２】ごみの資源化を推進する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

環境負荷の少ない製品等を購入

します。（再掲） 

物品単価表にグリーン商品等、エコ欄を設け表

示しました。また、単価契約品以外の物品につ

いても積極的な購入について推進しました。 

 ◇ ○ 契約管理課 

500

700

900

1,100

1,300

1,500

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

ｔ

３.畜産堆肥の利用量
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公共施設や公営住宅などの建築

の際は、建物解体時のリサイク

ルなどに配慮します。 

建設及び解体施工時に発生した端材等の建材

等はリサイクル処理を行うようにしました。 
 ◇ ○ 公共建築課 

不用品を再利用するため、不用

品リサイクルバンク、リサイク

ル文庫の活用を進めます。 

不用品を再利用するため、不用品リサイクル

バンク、リサイクル文庫を円滑に運営するよ

う努めました。 

◇  ○ 市民生活課 

市民団体による古紙等の集団回

収活動を支援します。 

古紙、牛乳パック、アルミ缶などの集団回収

を行った団体に、回収量１キログラムに対し

３円の古紙等リサイクル活動奨励金を交付

し、活動を支援しました。 

（実績延べ 773 団体 回収量 2,203 トン） 

◇  ○ 生活環境課 

古紙などの回収ボックスを公共

施設などに設置し資源化を行い

ます。 

市内３１か所に設置された古紙回収ステーシ

ョンで古紙などの回収を行い、資源化しまし

た。（回収量 740 トン） 

◇  ○ 生活環境課 

プラスチック類などは、新たな

分別収集、資源化を検討します。 

令和６年４月からのプラスチックの分別収集

開始に向け、収集業者及びリサイクル業者と

処理方法について検討しました。 

  ○ 生活環境課 

市で回収した資源ごみは、資源

化します。 

市で収集した資源ごみは、分別品目ごとに資

源化しました。 

（回収量内訳） 

びん 648.02 トン、かん 262.10 トン、   

ペットボトル 268.58 トン、トレイ 16.52

トン、紙パック 12.77 トン 

  ○ 生活環境課 

施設や都市公園などから発生す

るせん定枝は、まき用材料や木

材チップに加工し活用します。 

公共施設から発生したせん定枝は、清掃セン

ター及び民間業者において、まき用材料など

に資源化しました。 

  ○ 
清 掃 

セ ン タ ー 

都市公園から発生したせん定枝の一部は、ま

き用材料に資源化し利活用しました。 
◇  〇 

花 と 緑 と 

水 の 課 

道路の改良や修繕は、再生資材

の利用を進めます。 

道路改良工事等において、舗装材・盛土材と

して、再生材料を利用し、構造物取壊しによ

る建設廃材はリサイクル施設へ処理・運搬を

しました。 

  ◎ 道 路 課 

下水処理汚泥は、セメント原料

化や堆肥化などにより有効活用

を進めます。 

浄化センターで発生する汚泥は全量資源とし

て再利用しました。 
 ◇ ◎ 

生活排水 

処理センター 

食と環境の調和による地域環境

の保全に取り組むため、循環型

システムの確立を図ります。 

食品ロスの削減の一助として、地元の食材を美

味しく食べる地産地消を講座等で促しました。 
◇ ◇ ◎ 

食 の ま ち 

推 進 室 

食品関係企業を訪問した際に、食品残さの堆

肥化等の循環型システムについて説明し、取

組を促しました。 

  △ 商工振興課 

食品ロス問題やたい肥の流通などについて、

富士宮市地域循環共生圏推進協議会におい

て、意見交換などを行いました。 

  △ 
環 境 

エネルギー室 
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耕畜連携による堆肥の利用を推

進します。 

畜産堆肥を利用した耕種農家に対して堆肥購

入の補助を実施しました。(実績 1,146 トン) 
  ○ 農業政策課 

生ごみの水切りを推奨し、堆肥

化や減量化の方策を検討しま

す。 

市民に対し、広報紙、ホームページ、出前講

座などで、生ごみの水切りについて啓発を行

いました。 

◇ ◇ ○ 生活環境課 

資源ごみの回収方法、分別方法

などの見直しを検討し、適切な

分別収集を実施します。 

令和６年４月からのプラスチックの分別収集

開始に向け、収集業者及びリサイクル業者と

処理方法について検討しました。 

  〇 生活環境課 

 

【３】ごみの適正な処理をする 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

環境美化推進委員と連携し、地

域を中心とした環境活動を推進

します。 

環境美化推進委員 13３人が、各地区のごみ

集積所などの監視や状況報告、地域の見回り

などを実施しました。 

  ◎ 生活環境課 

ごみ処理施設は、ダイオキシン

類などの有害物質の発生を抑制

します。 

ごみ焼却温度を 850 度以上に保ち、ダイオキ

シン類などの有害物質の発生を抑制しました。 
  ○ 

清 掃 

セ ン タ ー 

水銀使用製品を適正に処理しま

す。 

「蛍光管等水銀使用製品廃棄物」の分別収集

を継続しました。（回収量 7.93 トン） 
  ○ 生活環境課 

回収した水銀使用製品は、リサイクル業者に

おいて、適正に処理しました。 

(処理量 6.53 トン） 

  ○ 
清 掃 

セ ン タ ー 

一般廃棄物最終処分場の管理運

営を適切に行います。 

「最終処分場に係る技術上の基準を定める省

令」に基づき、適正な管理運営を行いました。 
  ○ 

清 掃 

セ ン タ ー 

最終処分場整備については、技

術革新や他市の状況を踏まえ調

査研究をしていきます。 

現処分場の延命化・拡張、処分場新設費用を

検討し、情報共有を行い焼却灰の全量資源化

に向けて、一般廃棄物処理基本計画に反映し

ました。 

  ○ 
清 掃 

セ ン タ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（古紙回収ステーション） 
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基本目標５ 環境教育    

 

★環境教育・環境学習、地域の環境活動を支援し、地域の環境情報を発信

します 

それぞれの取組施策に対し、施策項目、実施内容、協働の判断、自己評価、担当部署を記載しま

す。 

 

取組施策  

【１】環境について学び話し合う 

【２】協働による環境活動を展開する 

【３】環境の情報を発信する 

 

 

 

■数値目標■ 

項   目 単位 
現状値 

（R 元年度） 

実績値 

（R４年度） 

目標値 

（R７年度） 

進捗度 

評 価 
担当部署 

１ 
環境に関するイベントや講座へ

の参加者を増やします。 
人 3,881 1,833 3,900 

 環 境 

エネルギー室 

 

■評価 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           （宮エコキッズ 井之頭小学校） 

 

目標達成に向

け、強化・見直

しが必要 
    

順調に成果もみ

られ、継続・進展

が必要 

 要改善  順調  達成 
目標を達成し、

今後は、維持、進

展が必要 
   

   

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

人

1.環境イベント参加者数
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環境教育 市の施策の実施状況 

【１】環境について学び話し合う 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

小・中学校で、環境に関する体験

や学習などに取り組みます。 

小学校４年生では、社会科でごみ処理の仕組

みやリサイクルなどについて学習しました。

また、小・中学校において、富士山学習や自

然教室等の行事で、富士山の自然環境等をテ

ーマに体験的な学習に取り組みました。 

◇  ○ 学校教育課 

アース・キッズチャレンジの参加児童が、家

族と共に省エネルギー活動等に取り組みまし

た。（参加校 7 校、参加者数 632 人） 

地域に根差した環境教育として「宮エコキッ

ズ環境教育」を実施しました。 

（参加校 4 校 黒田、西、山宮、井之頭小学

校） 

富士宮市ＮＰＯ等市民活動促進事業として、

市と協働で「やぎの学校」を開催しました。 

◇ ◇ ○ 
環 境 

エネルギー室 

小・中学生の環境問題への意識高

揚を図るため、環境月間ポスター

コンクールなどを実施します。 

６月の環境月間に合わせて「地域の環境にや

さしいまちづくり」をテーマに、環境月間ポ

スターコンクールを実施し、市内小中学校の

児童生徒 3,215 人から応募がありました。 

◇  ○ 
環 境 

エネルギー室 

市民の自発的な環境学習を支え

るため、図書館では環境関連の図

書を充実させます。 

環境関連図書の収集に努め、関連図書を 69

冊新規に受け入れました。環境月間に合わ

せ、環境関連図書をテーマコーナーに展示

し、貸出をしました。 

  ○ 図 書 館 

こどもエコクラブの活動を支援

します。 

こどもエコクラブについて周知するため窓口

へチラシを置きました。 
◇ ◇ △ 

環 境 

エネルギー室 

富士山環境交流プラザなどを活

用し、環境に関するイベントやセ

ミナーを開催します。 

自然素材を使用した蚊取り線香づくりや、自

然体験教室などの自主事業を実施しました。 
◇  ○ 

花 と 緑 と 

水 の 課 

施設めぐりや見学会などを行い、

市民の環境への関心を深めます。 

施設見学会を実施しませんでした。   × 生活環境課 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏ま

え、ごみ処理事業の継続を最優先に考えたた

め、見学できる場所、見学人数を制限した上

で実施し、併せて施設説明 DVD等の資料提

供も行いました。 

（見学１７件、資料提供４件） 

  △ 
清 掃 

セ ン タ ー 
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施設めぐりや見学会などを行い、

市民の環境への関心を深めます。 

ゼロカーボンシティ「オール富士宮」フェア

を開催し、市民に地球温暖化防止のための普

及啓発を行いました。 

◇ ◇ ○ 
環 境 

エネルギー室 

新型コロナウイルス蔓延防止及び施設の長寿

命化工事に伴う事故防止の観点から、施設見

学の受入れを行いませんでした。 

  × 
生 活 排 水 

処理センター 

学習情報の提供や学習活動を啓

発します。 

市民の環境学習を推進するため、富士山まち

づくり出前講座や公民館の一般講座・親子講

座に環境関連のプログラムを取り入れまし

た。（出前講座 18 回 717 人 公民館６講座

6６人） 

  〇 社会教育課 

ESD の視点を取り入れた学校教

育を実践します。 

富士山学習で、「SDGｓ」をテーマに追究し

た子どもたちが、富士山学習発表会におい

て、学習した成果や自分たちができることに

ついて、他校の児童生徒や市民に発信しまし

た。 

◇  ○ 学校教育課 

 

【２】協働による環境活動を展開する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部署 市
民 

事
業
者 

ふじのみや地球温暖化対策地域協

議会を中心に、環境活動を行う団

体とネットワークづくりに努めま

す。 

地域循環共生圏事業の活動に参加・協力し

ました。 
◇ ◇ 〇 

環 境 

エネルギー室 

事業者や市民団体などが行う環境

活動について実態を把握します。 

環境教育ネットワーク推進会議にＷｅｂで

参加し、「コロナ禍における環境教育を考え

る」ことを題材に、基調講演や事例紹介を

通して他事業者との意見交換を行いまし

た。 

◇ ◇ ○ 
環 境 

エネルギー室 

各種環境関連団体などとの協働に

より、環境活動などのイベントを

開催します。 

ふじさんネットワークと連携し、「富士山ご

み減量大作戦」の計画をしましたが、開催

日近日に新型コロナウイルスの国評価レベ

ルが「レベル３」になったことに伴い中止

になりました。 

  × 
花と緑と

水 の 課 

ふじのみや地球温暖化対策地域協議会及び

富士宮市環境衛生自治推進協会とともにゼ

ロカーボンシティ「オール富士宮」を実施

しました。 

◇ ◇ ○ 
環 境 

エネルギー室 
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【３】環境の情報を発信する 

施 策 項 目 実 施 内 容 

協働 自
己
評
価 

担当部

署 
市
民 

事
業
者 

毎年度、年次報告書を作成し公表

します。 

富士宮市環境白書を作成し、公共施設や学校

等に配布し、ホームページ等で公表しまし

た。 

  ○ 環境企画課 

富士山環境交流プラザを環境学

習及び環境保全活動などの情報

提供の場として、活用します。 

環境保護団体への活動場所の提供や自然体験

教室などの自主事業を行いました。 
◇  ○ 

花と緑と

水 の 課 

市民の自発的な環境学習を支え

るため、図書館では環境関連の図

書を充実させます。（再掲） 

環境関連図書の収集に努め、関連図書を 69

冊新規に受け入れました。環境月間に合わ

せ、環境関連図書をテーマコーナーに展示

し、貸出をしました。 

  ○ 図 書 館 

保存樹、保存樹林、保存湧水池に

ついて情報提供を行います。 

保存樹・保存湧水池の写真や位置図を掲載し

た冊子を希望者へ提供しました。 
◇  ○ 

花 と 緑と

水 の 課 

光化学オキシダントの注意報や

PM2.5 の注意喚起情報を発信し

ます。 

光化学オキシダントの注意報の発令および

PM2.5 の注意喚起情報の発表はありませんで

した。 

  ○ 生活環境課 

家庭ごみの収集方法や分別方法

などを、ごみの収集日程表の配布

や広報で情報提供をします。 

ごみ収集日程表を全戸配布し、必要な市民に

対し、各公共施設等でも受け取れるよう設置

しました。生活環境課の窓口では、転入者に

対し、ごみ集積所やごみの出し方などを説明

し、分別排出などの周知に努めました。ま

た、外国人に対しては、外国語表記のごみ収

集日程表を配布しました。 

◇  ○ 生活環境課 

家電、パソコン及び自動車は、適

正にリサイクルが行われるよう

情報提供を行います。 

ごみ収集日程表の裏面や市ホームページに

て、適切なリサイクルに関する啓発や情報提

供を行いました。 

  ○ 生活環境課 

建設廃棄物のリサイクルの必要

性や、「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」の周知等

を徹底します。 

資源の有効な利用確保及び廃棄物の適正な処

理を図るため、分別解体等及び資源化等の促

進の必要性を周知しました。 

◇  ○ 建築住宅課 

堆肥の利用を促進するため、堆肥

生産農家のＰＲなどを行います。 

畜産農家が生産した優良堆肥の情報を掲載し

た堆肥カタログを活用しました。 
  ○ 農業政策課 

   

 

 

 

 

（ゼロカーボンシティ「オール富士宮」） 
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本章では、目指すべき環境像を実現するために市民、事業者が主体となって市と協働で取り組

むプロジェクトとして５つのプロジェクトを設定しています。 

 各プロジェクトについて、ＳＤＧｓのどの目標に結びつくか、ロゴの表示を行いました。 

 

 

 

★地球にやさしいまちプロジェクト１ 環境教育の分野から 

「富士宮環境ネットワーク会議」プロジェクト 

 

★地球にやさしいまちプロジェクト２ 脱炭素社会の分野から 

「省＆エネルギー」プロジェクト 

 

★地球にやさしいまちプロジェクト３ 循環型社会の分野から 

「ごみは富士宮の宝」プロジェクト 

 

★地球にやさしいまちプロジェクト４ 自然環境の分野から 

「富士山の自然を継承する」プロジェクト 

 

★地球にやさしいまちプロジェクト５ 生活環境の分野から 

「“川いい市”日本一きれいな水」プロジェクト 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 地球にやさしいまちプロジェクト 
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地球にやさしいまちプロジェクト１ 

「富士宮環境ネットワーク」プロジェクト 

 

★プロジェクトの目的 
地球環境問題について、環境の様々な分野で活動している個人や団体との交流を深め、環境の現

状を知ることや意識や関心を深めることなど、環境活動のネットワークの強化を目指し、本市のよ

り良い環境を未来へ引き継ぎます。 

☆環境や産業などの分野から連携・協力により環境活動が活発なまち 

☆環境への知識や関心が高く、情報発信が活発なまち 

 

それぞれの取組施策に対し、取組項目、実施内容、担当部署を記載します。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止したイベント等については、記載を省略しまし 

た。 

 

（１）市の取組状況 

取 組 項 目 実 施 内 容 担当部署 

親子で参加できる環境イベント

などの企画を立案する。 

富士山環境交流プラザにおいて、森の中を親子で散

策する春みっけ！ちびっこさんぽや森ヨガ、自然素

材を使った草木染体験など、合計３７回の環境イベ

ントを開催し、計 535 人の参加がありました。 

また、有識者の協力を得て、天神山自然観察の森で

自然観察会（1/8 開催 13人参加）を実施しまし

た。 

花と緑と水の課 

高校や大学と連携した環境学習

を推進する。 

高校が実施しているオンリーワン・ハイスクール事

業に協力しました。 
環境エネルギー室 

環境活動の発表や意見交換会な

ど、環境団体とのネットワーク

化を図り情報を共有する。 

環境保全団体と情報交換や、活動の連携などについ

て意見交換を行いました。 
環境エネルギー室 

環境イベントや体験学習、見学

会について情報発信する。 

富士山環境交流プラザ自主事業について広報ふじの

みや、新聞掲載依頼のほか、市内各出張所、公民

館、図書館等公共施設へチラシ配置を依頼しまし

た。 

花と緑と水の課 

環境活動を取りまとめた冊子を作成し、小・中学校

へ配布しました。 

また、地球温暖化防止月間に、環境活動を紹介する

パネル展を実施しました。 

環境エネルギー室 
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（２）市民・事業者の取組状況 

 

取 組 項 目 実 施 内 容 実施主体 

市民、事業者、市と協働イベ

ントを開催する。 

環境の啓発活動の一環として、市の環境月間ポ

スターコンクール入賞作品の掲載されたクリア

ファイルを作成し、参加者に配布しました。 

ふじのみや 

地球温暖化対策地域協議会 

12 月の地球温暖化防止月間に合わせ、市と協

働で環境パネル展示を市民ホールで開催しまし

た。 

ふじのみや 

地球温暖化対策地域協議会 

富士宮市地域循環共生圏推進協議会の部会活動

として、富士下山トレッキングツアーを開催し

ました。 

富士宮市地域循環共生圏 

推進協議会 

ふじのみや地球温暖化対策

地域協議会に参画し、環境

活動等へ協力する。 

ペットボトルキャップをリサイクル資源として

回収しました。 

ふじのみや 

地球温暖化対策地域協議会 

地域での環境活動について

情報発信する。 

私達の住むまちからごみを一掃し、快適な生活

環境を守ることを目的に、環境美化運動“環自

協「ごみ一掃作戦」”を実施しました。 

環境衛生自治推進協会 

地域資源を活用した環境課題などの解決につい

て、仕組みづくりや事業化に向けたセミナーを

開催しました。 

富士宮市 

地域循環共生圏推進協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （環境月間ポスターコンクール）        （富士下山トレッキングツアー） 
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地球にやさしいまちプロジェクト２ 

「省＆エネルギー」プロジェクト 

 
★プロジェクトの目的 
家庭レベル、事業所レベルでの省エネルギー対策への取組は、もはや当たり前となっていますが、

さらに地球温暖化対策について理解を深めるとともに、さらなる取組が求められています。また、

地球環境に対して負荷の少ない自然界のエネルギーである「再生可能エネルギー」の普及が高まっ

ていますが、導入については周辺環境や富士山の景観に配慮しながら推進し、脱炭素社会を目指し

ます。 

☆環境負荷をかけない省エネルギー行動に取り組むまち 

☆自然の恵みを活かしたエネルギーを活用するまち 

 

それぞれの取組施策に対し、取組項目、実施内容、担当部署を記載します。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止したイベント等については、記載を省略しまし 

た。 

 

（１）市の取組状況 

取 組 項 目 実 施 内 容 担当部署 

エネルギー使用削減に取り組

む。 

夏の節電対策として、5 月 1日から１０月３１日

まで室温 28℃設定、昼休みの執務室内や通路の

消灯、エレベーターの使用制限、自動販売機は節

電モードでの運転を要請するなどエネルギーの使

用削減に努めました。 

契約管理課 

人事課 

環境エネルギー室 

夏の節電対策に合わせ、全職員を対象に５月１日

から１０月３１日まで「クールビズ」を実施し、

上着やネクタイを着用しない軽装を推奨しまし

た。 

人事課 

夏のクールビズ、冬のウォームビズに合わせ、

COOL CHOICE ロゴ入りオリジナルポロシャツ

やジャケットを制作し斡旋しました。 

環境エネルギー室 

環境マネジメント管理者教育を実施しました。エ

ネルギーの削減などについて説明資料を作成し、

所属長による職員への環境教育を実施しました。 

環境エネルギー室 

省エネルギー行動や効果に関す

る情報を提供する。 

グリーン購入法、環境配慮契約法の情報収集に努

めました。 
環境エネルギー室 

省エネルギー設備の導入に対し

助成する。 

静岡県住まいづくり支援ガイドを窓口に設置し、

必要な市民に提供しました。 
環境エネルギー室 
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住宅や建物などへの再生可能エ

ネルギーの導入支援と公共施設

への導入を促進する。 

創エネ・蓄エネ機器等設置費補助金として、太陽

光発電システム、エネファーム、エコウィル、蓄

電池、V２H、HEMS の設置に対し補助金交付を

行いました。 

また、「富士宮市の公共施設における太陽光発電設

備等の導入の推進に関する取扱いについて」に基

づき、公共施設へ積極的な導入について、関係課

と協議しました。 

環境エネルギー室 

 

（２）市民・事業者の取組状況 

取 組 項 目 実 施 内 容 実施主体 

エネルギーに対する正しい

知識を身につける。 

富士宮市地域循環共生圏推進協議会の視察研修

として、市内事業者の取り組みについて学びま

した。 

協力 株式会社アマダ 

富士宮市 

地域循環共生圏推進協議会 

環境にやさしい商品等を選

ぶ。 

環境に配慮した買い物かごとして、バイオプラ

スチックを使用したオリジナルマイバスケット

を制作し、マイバック推進運動のＰＲを行いま

した。 

ふじのみや 

地球温暖化対策地域協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（富士宮市地域循環共生圏推進協議会視察研修） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （ふじのみや地球温暖化対策地域協議会マイバック推進運動ＰＲ） 
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地球にやさしいまちプロジェクト３ 

「ごみは富士宮の宝」プロジェクト 

 
★プロジェクトの目的 
市民一人ひとりが「ごみを減らす」、「再利用や資源化を考える」など、ごみ処理の現状について

理解し、「ごみは宝」となるように、分別ルールを守り地域を中心とした資源回収やリサイクルボッ

クスを活用します。 

☆ごみの排出抑制と資源の有効利用が進むまち 

☆地域内で資源が循環しているまち 

 

それぞれの取組施策に対し、取組項目、実施内容、担当部署を記載します。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止したイベント等については、記載を省略しまし 

た。 

 
（１）市の取組状況 

取 組 項 目 実 施 内 容 担当部署 

ごみダイエットプロジェクトの

取組を推進する。 

3 ヵ月ごとに重点課題を設け、広報、ホームペー

ジなどを活用して市民・事業者に周知啓発を行

い、ごみの減量化・資源化のための取組を推進し

ました。 

生活環境課 

食品ロス削減のための取組を呼

びかける。 

広報紙、ホームページ、ごみ収集日程表などを活

用し、「食材の使いキリ」、「食事の食べキリ」、「生

ごみの水キリ」の３キリ運動の啓発を行いまし

た。 

生活環境課 

古紙や衣類などのリサイクルボ

ックスの活用を呼びかける。 

小学生を対象に、アース・キッズチャレンジで正

しい分別方法や古紙回収ステーション、衣類・革

類回収ボックスの活用を呼びかけました。 

生活環境課 

環境エネルギー室 

衣類革類回収ボックスと各階のリフレッシュルー

ムの分別ごみや雑がみ回収などのリサイクル行動

を推進するため「クルポ」の QRコードを掲示し

ました。 

環境エネルギー室 

ごみ収集日程表や広報にて、古紙回収ステーショ

ンや衣類回収ボックスの活用を呼びかけました。 

古紙回収量 740 トン 衣類回収量 320 トン 

生活環境課 

資源回収や集団回収の活動を支

援する。 

古紙、古布、牛乳パック、アルミ缶のリサイクル

を行った団体に対して、1 ㎏につき 3 円の奨励金

を交付しました。回収量合計 2,203 トン 

生活環境課 

わかりやすいごみの収集日程表

を作成する。 

収集日程を見やすいように大きく表示し、市民に

分かりやすく記載した令和５年度ごみ収集日程表

を作成しました。 

生活環境課 
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取 組 項 目 実 施 内 容 担当部署 

正しい分別収集ルールを周知す

る。 

出前講座で、ごみの分別や生ごみの水切り、雑が

みのリサイクルについて周知しました。 
生活環境課 

小学校にごみの分別及び資源ごみの行方などの資

料を提供し、周知しました。 
清掃センター 

アース・キッズチャレンジで、ごみ収集日程表に

記載されている正しいごみの出し方などについて

説明しました。 

環境エネルギー室 

中間処理の資源化を進める。 

清掃センターに直接搬入されるふとん類の資源化

を開始しました。 

令和４年５月～令和５年３月 合計 34.58 トン 

清掃センター 

 

（２）市民・事業者の取組状況 

取 組 項 目 実 施 内 容 実施主体 

資源回収や集団回収に参加

する。 

ペットボトルのキャップの回収を行い、リサイ

クル推進事業を実施しました。 

キャップ回収実績 

令和 4 年 4 月～令和５年 3月 

合計 1,009 ㎏ 

ふじのみや 

地球温暖化対策地域協議会 

 
 

 

 

 

 

 

                       （ペットボトルキャップ回収） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    温暖化防止のための県民運動 

    ふじのくに COOL チャレンジ 
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地球にやさしいまちプロジェクト４ 

「富士山の自然を継承する」プロジェクト 

 
★プロジェクトの目的 

富士山の自然環境は、自動車の排気ガスやごみのポイ捨て、不法投棄等による環境破壊が問題と

なっています。富士山の自然を守ることは、本市の環境を守ることにつながります。低公害車の利

用促進や観光客へのマナーの呼びかけ、不法投棄パトロールなどを実施し、豊かな自然環境を次世

代に継承します。 

☆美しい富士山ときれいな自然環境のまち 

☆自然環境を守るため自ら行動するまち 

 

それぞれの取組施策に対し、取組項目、実施内容、担当部署を記載します。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止したイベント等については、記載を省略しまし 

た。 

 

（１）市の取組状況 

取 組 項 目 実 施 内 容 担当部署 

不法投棄パトロールを強化す

る。 

富士山麓環境パトロールを年間 42 回実施し、82

件の不法投棄を発見しました。 
生活環境課 

登山者、観光客にごみのポイ捨

て禁止やごみの持ち帰りを呼び

かける。 

富士山をいつまでも美しくする会の活動を通して

ごみのポイ捨て禁止やごみの持ち帰りを呼びかけ

ました。 

観光課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

地球にやさしいまちプロジェクト５    

「“川いい市”日本一きれいな水」プロジェクト 

 
★プロジェクトの目的 

本市は、芝川をはじめ、富士山の地下水を源とする滝や湧水群など水資源の豊富なまちです。き

れいな水を次世代へ継承するため、市民一体となって河川の清掃活動や湧水の保全に努めて、日本

一きれいな水のまちを目指します。 

☆市民、事業者などとの連携・協力により環境保全活動がさかんなまち 

☆豊かな水資源をＰＲするまち名刺 

 

それぞれの取組施策に対し、取組項目、実施内容、担当部署を記載します。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止したイベント等については、記載を省略しまし 

た。 

 

（１）市の取組状況 

取 組 項 目 実 施 内 容 担当部署 

河川の水質調査と水生生物調査

を実施する。 

市内 36 地点の河川水質調査を実施しました。 

また、芝川（計３地点）で水生生物調査を実施し

ました。 

生活環境課 

湧水保護や水辺環境の整備を行

う。 

保存湧水池 16 か所について、所有者等の協力の

もと、周辺住民の理解を得ながら指定を継続して

います。 

花と緑と水の課 

河川の清掃活動として、自治会と協力し、富士川

一斉清掃を実施しました。また、県のリバーフレ

ンドシップ制度に加盟する河川愛護団体が潤井川

などの美化運動を実施しております。 

河川課 

公共下水道への接続や合併処理

浄化槽の設置を促進する。 

広報ふじのみや、ラジオ出演、戸別訪問などによ

り、下水道の整備済み区域内における下水道への

接続の呼びかけ並びに浄化槽整備区域内における

浄化槽の設置費用の補助金制度周知を実施すると

ともに、下水道及び浄化槽の適正な使用と管理に

ついて呼びかけを実施しました。 

下水道課 

 

（２）市民・事業者の取組状況 

取 組 項 目 実 施 内 容 実施主体 

河川清掃や美化活動に参加

する。 

川にごみを捨てないよう呼びかけるため、河川

清掃や美化活動を推進しました。 

世界遺産に相応しい 

美しい川づくり協議会 
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本章では、地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）についてまとめま

した。 

 

 

★地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編） 

令和４年度に実施した調査は令和元年度（２０１９年度）分の調査結果 

となります。温室効果ガスの中で最も多い二酸化炭素の排出の推移を主と 

して、令和４年度に調査した富士宮市温室効果ガス排出量算定業務報告書 

から抜粋して作成しています。 

 

★地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業編） 

市の事務及び事業から排出される温室効果ガス排出量の令和４年度の結果 

となります。 

対象とする組織、施設等の範囲は、市長事務部局、市立病院、会計管理局、 

消防本部、教育委員会教育部、市議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査 

委員事務局、農業委員会事務局などが実施する全ての事務及び事業とします。 

（指定管理者制度による実施事業を含みます） 

なお、民間企業、公益法人など外部への請負や委託（施設の管理運営を除 

く）により実施している事業は対象外とします。 

 

温室効果ガスとして、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン 

パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の７種類を対象とします。 

 

 

 

 

 

第４章 地球温暖化対策地方公共団体実行計画 
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地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編） 

 
★温室効果ガスの削減目標 

第２次富士宮市環境基本計画では、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」を含

む計画として策定しました。地域の特性を踏まえた温暖化対策を総合的かつ計画的に実施するため

取組を行う各主体共通の指針となるものです。 

【温室効果ガス排出量の削減目標】 

基準年度 

平成２５（２０１３）年度 

短期目標 

令和７（２０２５）年度 

中期目標 

令和１２（２０３０）年度 

0％ 

（1,472.6 千 t-CO2） 

３２％削減 

（1,001.4 千 t-CO2） 

４６％削減 

（795.2 千 t-CO2） 

※基準年度は、県の削減目標に合わせ平成２５年度（２０１３年度）としています。 

 

★温室効果ガス総排出量 

 

基準年度平成２５年度（２０１３年度）からの温室効果ガス排出量については、13.9 パーセン

トの削減となりました。（第２章実現に向けた取組） 

 

【温室効果ガス総排出量の推移】 

令和元年度（２０１９年度）の温室効果ガス排出量は 1,268.4 千 t-CO2 で、平成２５年度 

（２０１３年度）と比較すると 13.9 パーセント減少しました。 

ガス種類別にみると二酸化炭素（CO2）が 10.2 パーセントの減少、メタン（CH4）が 26.1 

パーセント減少、一酸化二窒素（N2O）が 26.1 パーセント増加、ハイドロフルオロカーボン

（HFCs）が 64.9 パーセント減少、六ふっ化硫黄（SF6）が 16.5 パーセント減少となりまし

た。 

 

図表１－１ 温室効果ガス排出量の推移（単位：千ｔ-CO２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年度 前年度

二酸化炭素(C O 2 ) 1,2 7 5 .6 1,19 1.7 1,18 9 .7 1,17 8 .3 1,17 7 .4 1,14 5 .4 -10 .2 % -2 .7 %

メタン(C H 4 ) 5 3 .8 4 8 .5 4 7 .8 4 8 .4 4 7 .6 3 9 .7 -2 6 .1% -16 .6 %

一酸化二窒素(N 2 O ) 3 5 .8 4 0 .1 4 2 .8 4 4 .1 4 4 .8 4 5 .1 2 6 .1% 0 .7 %

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ(H F C s) 10 6 .6 3 1.0 3 4 .6 3 4 .5 3 3 .1 3 7 .4 -6 4 .9 % 13 .1%

ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ(P F C s) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 - -

六ふっ化硫黄(S F 6 ) 0 .9 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 0 .7 -16 .5 % -4 .7 %

三ふっ化窒素（N F 3） 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 - -

温室効果ガス計 1,4 7 2 .6 1,3 12 .1 1,3 15 .8 1,3 0 6 .2 1,3 0 3 .7 1,2 6 8 .4 -13 .9 % -2 .7 %

< 比較> 全国 1,4 0 9 ,116 1,3 2 1,6 2 4 1,3 0 4 ,8 8 7 1,2 9 1,5 8 0 1,2 4 7 ,6 5 2 1,2 12 ,2 2 1 -14 .0 % -2 .8 %

ガス種類
2 0 13年度
基準年度

2 0 15年度 2 0 16 年度 2 0 17 年度 2 0 18 年度 2 0 19 年度 2 0 19年度増加率
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図表１－２ 温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★二酸化炭素の排出量 

 

【二酸化炭素の排出量の推移】 

二酸化炭素は、温室効果ガスの中で最も多いガスです。令和元年度（201９年度）の CO2排出

量は 1,145.4 千 t- CO2で、平成２５年度（2013 年度）と比較すると 10.2 パーセント減少し

ました。前年度と比較すると 2.7 パーセント減少となりました。 

 

図表２－１ 二酸化炭素排出量の推移(単位：千 t-CO2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年度 前年度

産業部門 6 6 9 .8 6 2 2 .8 6 12 .4 6 2 7 .6 6 3 1.0 6 14 .1 -8 .3 % -2 .7 %

運輸部門 2 0 6 .6 2 0 4 .7 2 0 2 .8 19 7 .8 19 5 .8 19 1.3 -7 .4 % -2 .3 %

家庭部門 2 0 6 .0 19 0 .5 19 6 .5 18 6 .6 17 9 .6 16 7 .4 -18 .7 % -6 .8 %

業務その他部門 13 6 .0 118 .4 113 .9 10 8 .4 10 7 .6 10 1.4 -2 5 .4 % -5 .8 %

廃棄物部門 5 7 .2 5 5 .3 6 4 .2 5 7 .8 6 3 .3 7 1.1 2 4 .3 % 12 .3 %

計 1,2 7 5 .6 1,19 1.7 1,18 9 .7 1,17 8 .3 1,17 7 .4 1,14 5 .4 -10 .2 % -2 .7 %

< 比較> 全国 1,3 17 ,8 7 4 1,2 2 5 ,8 19 1,2 0 6 ,0 6 1 1,19 0 ,5 0 5 1,14 5 ,5 2 2 1,10 8 ,0 7 7 -15 .9 % -3 .3 %

部門
2 0 13年度
基準年度

2 0 15年度 2 0 16 年度 2 0 17 年度 2 0 18 年度 2 0 19 年度 2 0 19 年度増加率
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【二酸化炭素排出量の部門別推移】 

図表２－２ 部門別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一人当たりの二酸化炭素の排出量の推移】 

図表２－３ 一人当たりの二酸化炭素排出量の推移(単位：t-CO2/人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年度 前年度

富士宮市 9 .4 8 .9 8 .9 8 .8 8 .9 8 .7 -8 .1% -2 .2 %

静岡県 8 .3 7 .7 7 .6 7 .6 7 .5 7 .1 -14 .8 % -5 .5 %

全国 10 .3 9 .6 9 .5 9 .4 9 .1 8 .8 -15 .1% -3 .1%

2 0 19 年度増加率2 0 13年度
基準年度

2 0 15年度 2 0 16年度 2 0 17年度 2 0 18年度 2 0 19年度
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静岡県
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一人あたりの二酸化炭素排出量をみると本市は 8.7t- CO2で、全国よりも 0.1t- CO2 少なく、

静岡県の平均よりも 1.6 t- CO2多い結果となりました。平成２５年度（20１３年度）と比較する

と 8.1 パーセントの減少、前年度と比較すると 2.2 パーセントの減少となりました。 

 

令和元年度（201９年度）の CO2排出量の増減率を全国と比較すると、産業部門が全国を大き

く下回っています。 

 

図表２－４ 部門別二酸化炭素排出量の増減率（富士宮市） 

 

 

図表２－５ 部門別二酸化炭素排出量の増減率（全国） 

 

産業,  -8 .3 %

運輸,  -7 .4 %

家庭,  -18 .7 %

業務その他,  -2 5 .4 %

廃棄物,  2 4 .3 %

全部門計,  -10 .2 %

-3 0 %

-2 0 %

-10 %

0 %

10 %

2 0 %

3 0 %

2 0 13 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 (年度)

産業 運輸 家庭 業務その他 廃棄物 全部門計

産業,  -16 .6 %

運輸,  -8 .3 %

家庭,  -2 3 .2 %

業務その他,  -19 .5 %

その他,  -10 .8 %

全部門計,  -15 .9 %

-3 0 %

-2 0 %

-10 %

0 %

10 %

2 0 %

3 0 %

2 0 13 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 (年度)

産業 運輸 家庭 業務その他 その他 全部門計
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図表２－６ 二酸化炭素排出量の部門別等シェア 

産業部門における二酸化炭素排出シェア 

 

 

運輸部門における二酸化炭素排出シェア 

 

 
 

 

家庭部門における二酸化炭素排出シェア  

 

業務その他部門における二酸化炭素排出シェア 

 

 

 

 

 

廃棄物部門における二酸化炭素排出シェア 

 

 

 家庭生活に起因する二酸化炭素排出シェア 

 

 

 

●家庭生活に起因する CO2排出には住宅内でのエネルギー(電気・ガス・灯油)の消費、自家用乗用車による

ガソリン等の消費、一般廃棄物・生活系ごみの処理によるものがあり、それぞれ、家庭部門、運輸部門(一部)
※、廃棄物部門(一部)に計上されています。したがって、これらを合計することで家庭生活に起因する CO2の

排出の全体像を把握することができます。 

（用語について） 

化学・化繊…「化学工業」、紙パ…「パルプ・紙・紙加工品製造業」、機械…「一般機械器具製造業」「電気機械器具製造

業」「輸送用機械器具」「製造業」「精密機械器具製造業」、食料品…「食料品製造業」、他業種･中小製造業…「金属製品製造

業」「その他の製造業」、農林水産鉱建設業…「農林業」「建設業」「鉱業」 

旅客自動車…「自家用乗用車」「営業用乗用車」「バス」、貨物乗用車…「貨物車」  

化学 化繊

2 1 .1%

紙パ

3 8 .3 %鉄鋼 非鉄 窯業土石

7 .3 %

機械

15 .4 %

食料品

7 .7 %

他業種 中小製造業

6 .8 %

農林水産鉱建設業

3 .4 %

富士宮市

2 0 19年度

6 14 .1
千t-CO 2

電力

6 6 .9 %

都市ガス

3 .5 %

石油ガス

2 3 .8 %

灯油

5 .8 %

富士宮市

2 0 19年度

16 7 .4
千t-CO 2

電力

7 7 .9 %

都市ガス

4 .5 %

石油ガス

2 .2 %

軽質油

8 .0 %

石炭

0 .1%

その他

7 .3 %

富士宮市

2 0 19年度

10 1 .4
千t-CO 2

旅客自動車

6 2 .1%

貨物自動車

3 7 .5 %

鉄道

0 .5 %

富士宮市

2 0 19年度

19 1 .3
千t-CO 2

一廃・生活系

19 .0 %

一廃・事業系

7 .4 %

産廃・廃油

10 .5 %

産廃・廃プラ

6 3 .0 %

富士宮市

2 0 19年度

7 1 .1
千t-CO 2

自家用乗用車

2 9 .9 %

電力

4 3 .4 %

都市ガス

2 .3 %

石油ガス

15 .4 %

灯油

3 .8 %

一廃・生活系

5 .2 %

富士宮市

2 0 19年度

1 ,9 5 0 . 4

k g -CO 2／人
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地球温暖化対策地方公共団体実行計画（事務事業編） 

 
★温室効果ガスの削減目標 

令和元年度に策定した、第５次富士宮市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の計画期間は、

令和２（２０２０）年度から令和１２（２０３０）年度までとなります。 

なお対象範囲は、市長事務部局、市立病院、会計管理局、消防本部、教育部、市議会事務局、選

挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局などが実施する全ての事務事業で、対象

とする施設は、出先機関を含めた全ての施設（指定管理者導入施設を含む）となります。 

【事務事業編の温室効果ガス排出量の排出削減目標】 

 

 

 

排出起源別排出量の削減目標を、次のとおり設定します。          （単位：t－ＣＯ２） 

  

排出起源 
基準年度実績 

平成２５（２０１３）年度 
令和１２（２０３０）年度目標 

電気の使用 １６，４４５ 

電力使用量の削減及び新エネルギー

等の導入により、温室効果ガス排出

量を基準年度比で約１６%削減しま

す。 

１３，９００ 

燃

料

の

使

用 

都市ガス 

３，２４８ 

燃料使用量の削減及び新エネルギー

等の導入により、温室効果ガス排出

量を基準年度比で約３%削減しま

す。 

３，１５０ 

ＬＰガス 

Ａ重油 

灯油 

ガソリン・軽油 

（公用車燃料除く） 

公用車燃料 ４２６ 

公用車使用による燃料（ガソリン及

び軽油）使用量の削減により、二酸

化炭素排出量を基準年度比で約 

１６%削減します。 

  ３６０ 

プラスチック 

ごみの燃焼 
２４，５３４ 

プラスチックごみの焼却量の削減に

より、二酸化炭素排出量を基準年度

比で約７０%削減します。 

７，８００ 

その他 

・自動車 

（エアコン、走行） 

・下水、し尿の処理 

１，９７３ 

（平成２５年度値が不明の

ため、平成２６年度実績値

を使用） 

可能な限り削減に努めますが、数値

目標は定めません。 
１，９７３ 

削減目標：令和１２（２０３０）年度までに平成２５（２０１３）年度比で４１．７％削減する 
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★温室効果ガス排出状況 

 

 温室効果ガス排出量は、基準年度より３4．０パーセント減少しました。（単位：t－ＣＯ２） 

       年度 
平成２５年度 

（基準年度） 

令和４年度 

（実績値） 
基準年度比 

目標値 

（令和 12 年度） 

温室効果ガス排出量 ４６，６２６ ３０，７８１ －３4．０% ２７，１８３ 

 

【排出起源別温室効果ガス排出量】                 （単位：t－ＣＯ２） 

 

平成 2５年度 

（基準年度） 
令和３年度 令和４年度 基準年度比 

電気の使用 １６，４４５ １３，７２１ １３，８０５ ―１６．１% 

燃
料
の
使
用 

都市ガス 

３，２４８ ２，５２３ ２，５４７ －２１．６% 

LP ガス 

A 重油 

灯油 

ガソリン・軽油 

（公用車燃料除

く） 

公用車燃料 ４２６ ３５８ ３６３ －１４．８％ 

プラスチックごみの燃焼 ２４，５３４ １1，８６６ １３，１４０ －４６．４% 

その他 

・自動車（エアコン） 

・下水、し尿の処理 

１，９７３ ９２５ ９２６ －５３．１％ 

合計 ４６，６２６ ２９，３９３ ３０，７８１ －３４．０％ 

※小数点以下を端数処理（四捨五入）しているため、合計と一致しない場合があります。 

 

令和４年度の排出起源別温室効果ガス排出量のうち電気及び燃料の使用については、新型コロナ

ウイルス感染症対策に伴う行動制限が緩和され、各施設での休館や利用時間の短縮等がなくなった

こと、イベントや戸別訪問等で外出の機会が増加したことにより、前年度と比べて温室効果ガス排

出量が増加しています。 

また、上記のほかに、厳冬によりエアコンや石油ストーブの使用が増加したこと、電気代高騰対

策として冬の暖房をエアコンから石油ストーブに切り替えた施設があったことで、電気や灯油の使

用が増加しています。一方で、本庁舎での冬季の空調の設定温度の引き下げにより、都市ガスの使

用は減少しています。 

プラスチックごみの燃焼については、清掃センターで焼却するごみに占めるプラスチックの割合

が増加したことにより、温室効果ガス排出量が前年度より増加しています。 

年度 

排出起源 
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【令和４年度施設別の温室効果ガス排出量（CO₂換算）】        （単位：t－ＣＯ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【種類別の温室効果ガス排出量】                  （単位：t－ＣＯ２） 

年度 

温室効果ガス 
の種類 

令和３年度 令和４年度 前年度比 

二酸化炭素（CO２） ２７，８３４ ２９，２５０ ５．１％増加 

メタン（CH４) ３８０ ３８１ ０．３％増加 

一酸化二窒素(N２O) １，１７５ １，１４６ ２．５％削減 

ハイドロフルオロカーボン類
（HFCs） 

４ ４ － 

パーフルオロカーボン
（PFCs） 

－ － － 

六ふっ化硫黄（SF６） － － － 

三ふっ化窒素（NF３） － － － 

合 計 ２９，３９３ ３０，７８１ ４．７％増加 

※小数点以下を端数処理（四捨五入）しているため、合計と一致しない場合があります。 
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★設備導入等について 

 

令和４年度の取組結果について記載します。 

 

 （１）省エネ設備の導入 

施設名称 導入設備 

市役所 LED 照明（委員会室等） 

鞍骨沢最終処分場 LED 照明 

あすなろ園 LED 照明 

市立病院 LED 照明（１階） 

富士根南公民館 空調設備の更新 

芝川公民館内房分館 空調設備の更新 

埋蔵文化財センター 空調設備の更新 

 

（２）太陽光発電システムの導入 

施設名称 設置容量 売電状況 

市営万野住宅Ｄ棟 １０．０kW 余剰売電 

 

 （３）公用車の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

車 台数 

プラグインハイブリッド車

（PHV） 
２台 

電気自動車（EV） ２台 
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１ 環境行政の組織 

 

（１）環境行政機構（令和５年４月１日現在） 

 

清掃センター

総務係

施設係

生活環境課

環境保全係

廃棄物対策係

花と緑と水の課

公園緑地係

自然保全係

環境企画課

環境部

環境エネルギー室

環境衛生係

第５章 資料編 

 



 

92 

 

２ 公害苦情 

（１）公害苦情の年度推移 

年 度 
Ｈ

19 

Ｈ

20 

Ｈ

21 

Ｈ

22 

Ｈ

23 

Ｈ

24 

Ｈ

25 

Ｈ

26 

Ｈ

27 

Ｈ

28 

Ｈ

29 

Ｈ

30 

Ｒ 

元 

Ｒ 

2 

Ｒ 

３ 

Ｒ 

４ 

大気汚染 43 51 53 56 89 67 61 35 45 40 39 49 32 48 32 15 

水質汚濁 18 13 11 21 16 15 16 14 11 21 14 17 16 10 ８ ３ 

騒音 29 24 21 25 24 25 22 20 20 31 31 20 14 21 24 29 

振動 2 3 5 3 3 4 1 3 3 3 3 4 1 2 ３ ４ 

悪臭 28 23 21 27 20 19 19 11 18 17 15 18 24 21 24 28 

その他 1 3 0 2 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 １ ０ 

合計 121 117 111 134 153 131 121 83 97 114 103 108 87 102 ９２ ７９ 

 

（２）公害苦情の月推移（令和4年度） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

大気汚染 ０ 0 0 １ ３ ２ ２ ２ １ ０ １ 3 １５ 

水質汚濁 １ ０ 0 1 １ 0 0 0 0 ０ ０ ０ ３ 

騒音 １ ２ ４ 3 ５ ６ １ ３ 2 ０ ０ ２ ２９ 

振動 0 ０ ０ 0 １ ０ 1 0 ０ 0 ２ 0 ４ 

悪臭 ０ ３ 3 １ ２ ４ ３ 3 ６ ２ １ ０ ２８ 

その他 0 0 ０ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ０ 

合計 ２ ５ ７ 6 １２ １２ ７ ８ ９ 2 ４ ５ ７９ 

（３）被害の種類別公害苦情件数 

区 分 件数 備考（苦情例） 

健康 １０ 不眠、においによる頭痛、目やのどの痛み 

財産 ５ 洗濯物に汚れがつく、家ががたつく 

動植物 0 魚・作物への被害 

感覚的心理的 ６４ におい、うるさい、不快感がある 

その他 ０ 直接被害が及ばないものの、環境悪化の不安があり相談があったもの 

合 計 ７９  

 

３ 芝川のり付着量の推移（定点観測地点） 

芝川のり調査の測定点のうち、足形用水では、平成２７年度から令和元年度まで付着が確認でき

ない状況でしたが、令和 2 年度から付着が確認されました。馬見塚用水については、平成２５年度

以降付着が確認できない状況が続いています。なお、測定点のうち、狩宿用水、山宮用水、熊久保用

水及び神田川湧玉池直下については、平成１６年度以降、付着の確認ができない状況です。上井出

用水については、平成２４年度以降、付着の確認ができない状況です。 
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芝川のりの分布状況（数字の表示）0-確認できず 1-非常に少ない 2-少ない 3-中 4-多い 

 

４ 潤井川・芝川 水質の経年変化 

富士宮市の主要河川である潤井川・芝川において、市で測定している末端地点の BOD（生物化学

的酸素要求量）の経年変化は下記のとおりです。両地点において近年は基準値である 2.0mg/l を下

回る値で推移している状況です。 
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５ 創エネ・蓄エネ機器設置費等補助金 

市では、再生可能エネルギーの導入及び非常時に強いまちづくりを推進するため、太陽光発電シ

ステムや蓄電池などの設置に対し補助金交付を実施しています。 

令和４年度の「創エネ・蓄エネ機器設置費等補助金」の交付件数は下記のとおりです。 

 

（１）一般住宅の申請の内訳 

設置機器 件数 

太陽光発電システム １５４件 

燃料電池（エネファーム） １６件 

定置用リチウムイオン蓄電池 １４５件 

ビークル・トゥ・ホームシステム ４件 

クリーンエネルギー自動車 ４６件 

ＨＥＭＳ ７２件 
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（２）事業者の申請の内訳 

設置機器 件数 

太陽光発電システム ４件 

定置用リチウムイオン蓄電池 １件 

ビークル・トゥ・ホームシステム ０件 

クリーンエネルギー自動車 ２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置住宅の状況 件数 

既築 １８１件 

新築 ９６件 

建売 ０件 

店舗併用 ０件 

合計 ２７７件 

申請者の種別 件数 

法人 ６件 

個人事業主 ０件 

合計 ６件 

 

再生可能エネルギーとまちづくり 

 世界遺産富士山の雄大な自然と湧水に恵まれる富士宮市は、その景観や豊かな自然環境と安全

安心な生活環境を保全活用しながら、再生可能エネルギーの利用を推進するため、「富士宮市富

士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を定めています。 

 先人から引き継がれたかけがえのない財産である富士山の恵みを現在及び将来の市民が享受す

ることができるよう守りつつ、防災や水資源の保護をしていくため、市のまちづくりと調和する

方法で再生可能エネルギーの導入に取り組んでいます。 
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     塩海 愛菜 富士根南小学校_６年       渡邊 葉月 西富士中学校_３年 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

     赤池 璃胡 大富士小学校_２年        指田 真季 北山中学校_３年 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

     吉野 優月 黒田小学校_４年         小川 惺愛 富士根北中学校_３年 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

     近藤 和花 山宮小学校_３年 

令和５年度環境月間ポスターコンクール受賞作品 
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